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第 1 章 計画の策定にあたって 

   

１ はじめに 

（１）計画策定の背景 

我が国のこどもの貧困率は長期的な傾向としておおむね緩やかに上昇していましたが、平成24年に

は過去最高の16.3％となり、また、こどもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯の相対的貧困率も昭

和60年以降50％を下回ったことがなく、平成24年には54.6％となるなど、非常に高い水準となっていまし

た（図1-1、1-2）。国際的に比較しても、OECD（経済協力開発機構）加盟国34か国の中で厳しい状況に

あることが明らかとなりました。 

こうした状況を背景に、こどもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困

の状況にあるこどもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、こども

の貧困対策を総合的に推進することを目的として、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成25年

法律第64号）が平成26年１月に施行されました。また、同年８月には、こどもの貧困対策に関する基本的

な方針などを定めた「子供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。 

国民生活基礎調査に基づき発表された令和３年の全国のこどもの貧困率は11.5％となりましたが、依

然としておよそ８～９人に１人のこどもが平均的な生活水準の半分未満で暮らす相対的貧困の状態にあ

るとされています。 

これまで、国の関係省庁や地方自治体では、様々な法律に基づいてこどもに関する取組が進められ

てきました。 

令和４年６月、これらのこどもに関する取組を進めるにあたっての基本理念や基本となる事項を明らか

にすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための共通の基盤、包括的

な基本法として「こども基本法」（令和４年法律第77号）が制定され、令和５年４月から施行されました。併

せて、国におけるこども政策を推進する体制の強化を図るため、同月、こども家庭庁が設置されていま

す。 

また、施行された「こども基本法」に基づき、幅広いこども施策を総合的に推進するため、「子供の貧困

対策に関する大綱」をはじめ、「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」の既存の３つ

の大綱を一元化し、今後５年程度の基本的な方針や重要事項を一元的に定めた「こども大綱」（以下

「大綱」といいます。）が策定され、令和５年12月に閣議決定されました。 

大綱では、こどもの貧困対策については、基本的な方針である６つの柱のうちのひとつとして、「良好

な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図ること」と位置付けられ、すべてのこども・若者が身体的・精

神的・社会的に幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を

めざしています。 

また、令和６年には、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が改正され、「こどもの貧困を解消し、

貧困による困難を、こどもたちが強いられることがないような社会をつくる」ことが明記されるとともに、法

律の題名が、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改められました。改正の内容

としては、こどもが適切な養育・教育・医療を受けられないこと、多様な体験の機会を得られないこと、権

利利益を害され、社会から孤立することのないようにするなど、解消すべきこどもの貧困の内容が具体化
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され、こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの現在の貧困を解消するとともに将来の貧困を防ぐこ

と、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階におけ

る支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならないことが明記されました。 

大阪市においては、平成27年３月に策定した「大阪市こども・子育て支援計画」の中で、こどもの貧困

状況が改善されることをめざして取組を開始しました。平成28年２月には、市長を本部長とする大阪市こ

どもの貧困対策推進本部を設置し、同年６月から７月にかけて大阪府と共同で「子どもの生活に関する

実態調査」（以下「実態調査」といいます。）を実施しました。 

そして、この実態調査の結果を踏まえて平成30年３月に大阪市こどもの貧困対策推進計画を策定し、

この間、全市を挙げてこどもの貧困対策の取組を進めてきました。 

第１期の計画期間が令和６年度末で終了するため、第２期計画を策定するにあたり、令和５年６月から

７月にかけて、７年ぶりに実態調査を実施し、令和６年３月に結果を取りまとめました。 
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※ 平成 30 年から実施されている「新基準」は、平成 27 年に改訂されたＯＥＣＤの所得定義の新たな基準になります。 

従来の可処分所得からさらに「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」「企業年金の掛金」「仕送り額」を差し引いて算出されています。 
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（２）計画策定の趣旨 

こどもの貧困対策は、子育て、教育、福祉、健康、就労などの問題が複合的に絡み合っていることか

ら、多岐にわたる分野が横断的に連携して取り組む必要があります。近年、困難を抱えるこどもや家庭を

取り巻く社会経済情勢は厳しさを増しており、また、困難を抱える家庭の孤立傾向や、問題の複雑化・長

期化などの課題も顕在化しています。 

国においても、こども家庭庁が発足し、「こども大綱」が策定されるとともに、「子どもの貧困対策の推進

に関する法律」の題名が「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改められるなど、こ

どもの貧困対策については、今後、より一層の取組を推進していく必要があります。こうした国の動向な

ども踏まえて、令和７年度以降も引き続きこどもの貧困対策を総合的・計画的に進めていくため、「大阪

市こどもの貧困対策推進計画（第２期）」を策定します。 

 

相対的貧困・相対的貧困率とは 

相対的貧困とは、属する社会における平均的な生活水準よりも、相対的に低い所得水準にある

ことをいい、その割合である相対的貧困率は、次の方法により計算されます。（ＯＥＣＤや厚生労

働省の国民生活基礎調査の作成基準） 

① 世帯の可処分所得（収入から税金や社会保険料等を除いた所得）を算出します。 

② 世帯人数の差を調整した一人当たりの所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割

ったもの）を計算して、世帯に属する各人の所得（等価可処分所得といいます）とします。 

③ ②で算出した等価可処分所得にそって、すべての人を所得の低い順に並べ、その真ん中

の人の等価可処分所得（中央値）を決定します。 

④ ③で求めた中央値の50％を貧困線と定めます。 

⑤ 貧困線を下回る等価可処分所得の人の割合を相対的貧困率とします。 

 

 

所得中央値 

貧困線 
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得
※
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②n/2（中央値）の特定 

③所得中央値の算出 

（真ん中の順位の人の所得） 
④貧困線の算出 

（所得中央値の 50％） 

⑤貧困線を下回る者の

数（x 人）を特定 

相対的貧困率＝ｘ÷ｎ×100（％） 

※２ 世帯の可処分所得（いわゆる手取り収入）を世帯人員の平方根で割って調整した所得 

大阪市子どもの生活に関する 
実態調査の結果（R５） 
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貧困率 

小５・中２の 

いる世帯 
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５歳児の 

いる世帯 
140 万円 15.1％ 

※１ H28 調査では 119 万円 
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（３）計画の位置づけと対象範囲 

令和５年度に実施した実態調査においては、平成28年度に実施した前回の実態調査と比較して、等

価可処分所得の数値（中央値・貧困線）は、やや上昇したものの、相対的貧困率については改善が見ら

れず、横ばいの状況でした。国の調査では数値の改善が見られましたが、本市においては格差が縮ま

らない厳しい状況にあります。そのため、本計画は、「大阪市こども計画」（国のこども大綱等を踏まえ策

定）と一体のものとして策定しているものの、引き続きこどもの貧困対策を強力に推進し、それらの対策

に焦点を当て効果検証していく観点から別冊として取りまとめています。 

なお、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」において定義される「こども」とは、「こ

ども基本法」に規定する「こども」をいい、本計画においてもこれを計画の範囲としつつ、各施策における

用語の定義は、次のとおり大阪市こども計画と同様です。引き続き、発達過程の特性と連続性を重視し

て施策を推進します。 

 

 

 こ ど も ： おおむね乳幼児期、学童期及び思春期の者 

 青少年 ： 学童期から青年期までの者（６歳～おおむね30歳未満） 

 若 者 ： 思春期から青年期の者 

事業によっては、40歳未満までのポスト青年期の者も対象（12歳～40歳未満）  

 

 

（４）計画期間 

計画期間については、令和７年度から令和11年度までの５年間とします。 

  

 0歳  6歳  12歳  15歳  18歳

こども

青少年

若者

30歳 40歳

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期
こども
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（５）第１期計画の振り返り 

第１期計画では、「すべてのこどもや青少年が、その生まれ育った環境にかかわらず、自らの未来に

希望を持って何事にも前向きに取り組み成長し、他者とともに社会の一員として自立して活躍できる社

会を、大阪のまちの力を結集して実現」するという基本理念の実現に向け、全庁を挙げて取り組まれて

いる既存の200を超えるこどもの貧困対策関連事業を「主な取組」として４つの施策に分類し、そのうち計

画指標に関連が深い事業をさらに「重点事業」と位置付け実施してきました。また、「重点事業」とあわせ

て、毎年度、特に財源を確保して重点的に施策を推進していく必要がある事業を対象に「重点施策推

進経費」と位置付け、事業・取組を推進してきました。 

特に、平成28年に実施した実態調査により、相対的に困窮度の高い世帯は、子育て・教育・福祉など

複合的な課題を抱えているにもかかわらず、必要な支援等につながっていない傾向にあることが明らか

となりました。こうした課題の解決に向けて、学校における「気づき」を「見える化」して専門的な見地から

アセスメントを行い、課題に応じた適切な支援につなぐ、全国的に見ても先進的な取組として、「大阪市

こどもサポートネット」の仕組みを構築しました。 

また、こども食堂等のこどもの居場所を社会全体で支援し、地域でこどもを育む機運の醸成を図ること

を目的として、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、こどもを取り巻く環境の変化により多

様化している課題に対応すべく、活動する多くの団体や企業、社会福祉施設等が参加する地域こども

支援ネットワーク事業（大阪市社会福祉協議会が実施）と連携しながら、こどもの貧困対策の取組を進め

ました。ネットワーク事業においては、参加団体の情報発信や定期的なミーティングによる情報交換をは

じめ、企業からの申出による物資等を、社会福祉施設を通じてこども食堂等へ提供するなどの支援を行

っています。 

そのほかの主なこどもの貧困対策関連事業の取組状況は以下のとおりです。 

 

ア 重点事業（令和６年度） 

施策 № 事業名 担当局・区 事業概要 

施策１ こどもや青少年の学びの支援の充実 

（１）  すべての基礎となる幼児教育の普及と質の向上を図ります 

 

  

ア 幼児教育の質の向上 

  1 就 学 前 教

育 カ リ キ ュ

ラ ム の 普

及・活用 

こども青少年局 

教育委員会事務局 

生涯にわたる人格形成や、生きる力の基礎

が培われる重要な時期である乳幼児期に、教

育・保育の充実を図ることを目的とし、就学前

教育カリキュラムを作成し、就学前施設教職員

に向け周知しました。さらに、幼稚園教育要

領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども

園教育・保育要領の改訂（改定）等を踏まえ、

平成31年３月に改訂したことにより、カリキュラ

ムの見直しと充実を図り、就学前施設への一
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層の普及、活用を促進することで、小学校教

育への接続を見据え小学校との組織的な連

携を深め、就学前教育における取組の充実を

図ります。 
 

（２）  一人一人の状況に応じた学力向上の取組みを推進します 

  ア 学校力 UP の取組み 

  2 学校力ＵＰ

ベース事業

（習熟度別

少 人 数 授

業・専科指

導） 

教育委員会事務局 小学校及び義務教育学校前期課程第３学

年～第６学年においては、授業の質を高め、

児童一人一人の学習内容の理解度・定着度

の向上と学びの高度化を図るため、算数・理

科・体育で専科指導を実施し、一部学校の現

状に応じて、習熟度別少人数授業を実施しま

す。 

 中学校及び義務教育学校後期課程第１学

年～第３学年の国語・数学・理科・英語（各校

の課題に応じて活用可）において、各小・中学

校及び義務教育学校における児童生徒の習

熟の程度に応じた少人数授業等の充実を図

るとともに、研修を通じて指導の改善を図りま

す。 

 
 

3 学 力 向 上

支援チーム

事業（重点

支援） 

教育委員会事務局 全国学力・学習状況調査等において、継続

して学力等の課題を有する学校に対して、重

点的に支援を行います。 

イ 学習支援（学習意欲の向上・学習習慣の定着）の取組み 

  4 学 び サ ポ

ーターの配

置 

教育委員会事務局 学力向上を図るため、ブロック担当指導主

事と学校が連携を密にしながら、学びサポー

ターを配置し、学校の実情に応じて学力向上

に資する児童生徒への学習支援を行います。 

 
 

5 習い事・塾

代 助 成 事

業 

こども青少年局 子育て世帯の経済的負担を家庭の状況に

よらず軽減するとともに、こどもたちの学力や

学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を等しく

提供するため、学習塾や家庭教師、文化・ス

ポーツ教室などの学校外教育にかかる費用の

助成を行います。 
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ウ 学習環境の充実 

  6 学 校 図 書

館 活 用 推

進事業 

教育委員会事務局 児童生徒の読書習慣を確立し言語力や論

理的思考能力を育むため、また、自ら学び自

ら考え、生涯にわたって学び続ける意欲を獲

得するため、学校司書の配置等、学校図書館

の環境整備を進め、学校図書館を活用した調

べ学習や読書活動の活性化を図ります。ま

た、学校への団体貸出等、市立図書館からの

学校への支援の充実を図ります。 

 
 

7 子ども自立

ア シ ス ト事

業 

福祉局 中学生等がいる家庭に専門的知識を有す

る相談員を派遣し、家庭が抱える課題につい

てアセスメントを行い、高校進学等へ向けたカ

ウンセリングによる個別支援を行います。 

 
 

（３）  進学や通学継続できるよう支援します 

  ア 相談しやすい環境づくり（相談体制の充実） 

  8 スクールカ

ウンセラー

の活用 

こども青少年局 市立小中学校にスクールカウンセラーを配

置し、こどもやその保護者、教職員からの相談

に応じます。 

 
 

9 スクールソ

ーシャルワ

ーカーの活

用 

教育委員会事務局 スクリーニング会議においてアセスメントを

行うとともに、教育的支援についても関与する

ことで、学校現場における児童生徒の課題に

対して、入口から出口まで一貫した支援をす

ることができる体制を整えます。 

 
 

10 不登校等こ

どもにかか

る相談体制

の充実 

こども青少年局 こどもや保護者のニーズに応じ、中央こども

相談センターでの来所相談とともにサテライト

での出張相談を進めます。また、電話という相

談しやすい方法によって、いじめをはじめとす

る様々な問題の未然防止や早期発見、早期

解決のため、こどもや保護者に助言を行いま

す。電話相談については、こどもが相談しや

すいように、土曜日・日曜日を含めて24時間

対応できる体制を整えています。 
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イ 進路指導の取組み 

  11 進 路 選 択

支援事業 

教育委員会事務局 高等学校等へ進学を希望する生徒たちが

経済的な理由により進学を断念することのな

いよう、奨学金等支援制度の積極的活用を図

るため、各支援制度の情報提供及び相談に

応じ、助言・援助を行い、自らの能力や適性等

にあった進路を主体的に選択できるように支

援します。 

 
 

ウ 不登校児童・生徒支援の取組み 

  12 不 登 校 児

童 通 所 事

業 

こども青少年局 不登校状態にあるこどもに対し、一人一人

の状態に応じた適切な支援を推進するため、

中央こども相談センター及び市内各所に通所

ルームを開設し、体験活動や学習活動の機会

を提供することを通して再登校などの社会参

加を支援する取組みを進めます。 

 
 

（４）  多様な体験や学習の機会を提供します 

  ア 学校における体験や学習機会の充実 

  13 キ ャ リ ア 教

育 推 進 事

業 

教育委員会事務局 こどもが学ぶことと自己の将来とのつながり

を見通しながら、勤労観や職業観を育むた

め、経済団体や企業、地域等と連携し、発達

段階に応じた系統的・継続的なキャリア教育を

推進します。全小中学校にて職業講話・職場

見学・職場体験等、職業に関連したキャリア教

育を実施します。 

 
 

施策２ 家庭生活の支援の充実 

（１）  子育て家庭における養育や教育を支援します 

  ア ひとり親家庭支援の取組み 

  14 ひとり親家

庭 等 に 対

する相談・

情 報 提 供

機 能 の 充

実 

こども青少年局 各区保健福祉センター、母子・父子福祉セ

ンター「愛光会館」、ひとり親家庭等福祉相談

所員など、ひとり親家庭等に対する相談・情報

提供を実施する関係機関が連携して、継続

的・効果的なサービスを提供できるよう、機能

の充実に努めます。 
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イ 家庭の教育力向上の取組み 

  15 家 庭 教 育

充 実 促 進

事業 

教育委員会事務局 保護者が家庭においてこどもの発達段階に

応じた適切な子育てや教育ができるよう、家庭

教育支援講座を実施するなど学習機会を提

供し、家庭教育に関する啓発や情報発信を行

います。 

 
 

ウ 食育の推進 

  16 保 育 所 等

における食

育の推進 

こども青少年局 こどもの心身の健やかな成長・発達のため

に、幼児・保護者を対象とした啓発や施設に

おける食育推進に関する助言を行います。 

 
 

17 学 校 に お

ける食育の

推進 

教育委員会事務局 全小・中学校及び義務教育学校で食に関

する指導の全体計画に基づいた食育の充実

を図ります。 
 

（２）  こどもや青少年、保護者の健康を守る取組みを推進します 

  ア 母と子の健康を守る取組み 

  18 妊 産 婦 健

康診査 

こども青少年局 妊婦については、医療機関等で受診する

健康診査について、妊娠期間中に受診するこ

とが望ましいとされる14回すべてを公費負担

することにより、受診の促進を図るとともに、妊

婦及び胎児の健康管理の向上を図ります。産

婦については、産後２週間、産後１か月など出

産後間もない時期の健康診査について公費

負担することにより、産後うつの予防や新生児

への虐待予防等を図り、産後の母子への支援

を充実します。 
 

19 養 育 支 援

訪 問 事 業

（専門的家

庭 訪 問 支

援事業） 

こども青少年局 望まない妊娠、若年者の妊娠等で妊娠を継

続することに不安が強い妊婦や出産後も育児

困難が予想される妊婦及び、出産後間もない

時期など、様々な原因で養育が困難になって

いる家庭に対し、専門職である保健師・助産

師等が訪問して、育児に関する問題を総合的

に把握し、相談及び技術支援を行い、こども

の健全な育成を図るとともに、児童虐待を未然

に防止します。 
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20 ３か月児・１

歳 ６ か 月

児 ・ ３ 歳 児

健康診査 

こども青少年局 ３か月児・１歳６か月児・３歳児を対象に、各

区保健福祉センターにおいて、乳幼児の疾病

及び発育・発達等の問題の早期発見と予防を

目的に、必要な健康診査及び保健指導を実

施し、養育者の不安の解消と、乳幼児の健康

の保持増進を図り、必要に応じ、発達相談、

精密健康診査等の事後措置につなげ、乳幼

児の健全な発育・発達を支援します。なお１歳

６か月児健康診査・３歳児健康診査では歯科

健康診査、フッ化物塗布を行っています。 

 
 

イ こどもや青少年の健康づくり 

  21 健 全 母 性

育成事業 

こども青少年局 思春期特有の性に関する不安や悩み、医

学的問題について、思春期健康教育に関す

る専門家が中学校へ出向き、直接中学生等を

対象に思春期健康教育「ティーンズヘルスセミ

ナー」を実施します。 

 
 

22 小・中学校

に お け る

「 性 ・ 生 教

育」の推進 

教育委員会事務局 小・中学校の様々な教科・領域で実施して

いる性に関する指導を、自己肯定感を高める

ことをめざし系統的に進めるとともに、教員の

指導力を高め、実践がより円滑に進むよう努

めます。特に中学校段階において、全校各学

年で年間３時限程度の「性・生教育」の授業を

実施します。 

 
 

（３）  家庭的な養育を推進します 

  ア 里親支援の取組み 

  23 里 親 委 託

推進事業 

こども青少年局 家庭での養育が困難なこどもの社会的養護

として、家庭と同様の養育環境である里親委

託を推進するために、養子縁組里親の開拓、

育成、広域での養子縁組里親選定、子どもの

委託後から縁組成立後の交流支援を実施しま

す。 

 また、里親やファミリーホーム従事者、里親

希望者、支援者、地域、関係機関などが交流

し、里親養育について共に学び合う場づくり

- 11 - 

 

や、里親等が定期的に交流し、相互に情報交

換や養育の相談ができる場づくりを行い、里

親等の養育の質の向上を図ります。 

イ 児童養護施設等における取組み 

  24 小 規 模 住

居 型 児 童

養 育 事 業

（ファミリー

ホーム） 

こども青少年局 個々の児童に適した多様な養育環境を提

供するため、家庭的な環境のもとで、要保護

児童の養育に関し、相当の経験を有する養育

者等によりきめ細かな養育を行います。 
 

施策３ つながり・見守りの仕組みの充実 

（１）  こどもや青少年、保護者のつながりを支援します 

  ア 地域におけるつながりづくり 

  25 子ども会活

動の推進 

各区役所 

こども青少年局 

異年齢の集団の中での活動を通じて、大人

として必要な知識、技能、態度を学ぶととも

に、健全な仲間づくりを進め、こどもの成長を

めざす、子ども会活動を推進します。 

 
 

26 青 少 年 指

導員・青少

年 福 祉 委

員 制 度 の

推進 

各区役所 

こども青少年局 

青少年指導員、青少年福祉委員を委嘱し、

青少年指導員による青少年問題に関する啓

発や青少年の指導及び相談など、青少年福

祉委員による青少年指導員活動の支援など、

地域における青少年の健全育成に向けた

様々な活動を制度として推進します。（地域で

の具体的な活動は、各区において地域の実

情に応じて実施します。） 

 
 

イ 家庭・学校・地域の連携によるつながりづくり 

  27 「小学校区

教 育 協 議

会－はぐく

みネット－」

事業 

各区役所 

教育委員会事務局 

地域の教育資源を学校教育に導入するな

ど地域に開かれた学校づくりを進め、こどもた

ちの生きる力を育むとともに、学校、家庭、地

域が一体となって総合的な教育力を発揮し、

地域における人と人とのつながりによってこど

もを育む「教育コミュニティ」づくりを推進しま

す。 
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28 学 校 元 気

アップ地域

本部事業 

教育委員会事務局 市内すべての中学校区等に、様々な地域

人材や社会資源を生かして、学校・家庭・地

域の組織的な連携のもと、「学校元気アップ地

域本部」を設置し、生徒の生活習慣の確立や

学力向上など学校課題の解消に向け、放課

後等の自主学習支援や学校図書館の活性化

など学校教育の支援活動を進めます。 

 
 

ウ 相談や支援体制の充実 

  29 高 校 中 退

者 へ の 支

援策 

こども青少年局 若者自立支援事業「コネクションズおおさ

か」が学校と連携し、市内にある府立高校等に

出張授業を実施するとともに、学校で支援が

必要と判断した生徒の個別支援を行うなど、

支援の隙間に陥る可能性のある中途退学予

定者や中途退学者への支援を充実します。ま

た、LINEを活用した情報発信と相談受付を行

い、相談につながりやすくします。 

 
 

（２）  児童虐待の発生を予防し、早期に発見・対応できる体制をつくります 

  ア 啓発活動の推進 

  30 児 童 虐 待

防 止 啓 発

事業 

こども青少年局 子育て家庭をはじめ、地域住民やこどもに

関わる関係機関など、広く市民に対して、児童

虐待防止に向けた啓発活動を行います。特に

11月は、児童虐待防止推進月間として、プロ

スポーツチームとの連携による啓発や、啓発

チラシの配布、ポスターの掲示等による啓発を

実施します。 

 
 

イ 地域における見守り・支援ネットワークの充実 

  31 こ ども を守

る地域ネッ

ト ワ ー ク 機

能強化 

こども青少年局 児童虐待防止に向け、要保護児童対策地

域協議会を核として、地域のネットワークの一

層の活性化を図るとともに、関係機関が連携

し、虐待防止・早期発見・早期対応をはじめと

する保護や支援が必要なこどもに関する対策

を円滑に実施します。 
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（３）  社会全体でこどもや青少年、保護者を支援する取組みを推進します 

    32 大阪市こど

もサポート

ネ ッ トの 構

築 

区役所 

こども青少年局 

教育委員会事務局 

支援の必要なこどもや子育て世帯について

は、複合的な課題を抱えていることが多く、教

育、保健、福祉分野の総合的な支援が必要で

すが、各種施策が十分に届いていないといっ

た課題があることから、支援の必要なこどもや

世帯を学校において発見し、区役所等の適切

な支援につなぐ仕組みを構築し、区長のマネ

ジメントにより、社会全体でこどもと子育て世帯

を総合的に支援する取組を推進します。 

 
 

33 こども支援

ネットワーク

事業 

こども青少年局 社会全体でこどもを育む機運の醸成を図

るため、地域でこどもの貧困などの課題解

決に取り組む団体や、企業、社会福祉施設

等が参加するネットワークづくりを支援し

ます。 

 
 

施策４ 生活基盤の確立支援の充実 

（１）  就業を支援します 

  ア ひとり親家庭への支援 

  34 ひとり親家

庭等就業・

自 立 支 援

センター事

業 

こども青少年局 ひとり親家庭及び寡婦からの就業に関する

相談に応じ必要なカウンセリングを行います。

また、就業支援講習会の実施、就業情報の提

供等、一貫した就業支援サービスを行うととも

に、生活相談、法律相談などの生活支援サー

ビスを提供します。 

 
 

35 ひとり親家

庭 自 立 支

援 給 付 金

事業 

こども青少年局 ひとり親家庭の親に対し、職業能力の開発

のための講座の受講経費の一部を補助し、資

格取得を目的とする養成機関で修業する場

合、生活費として給付金を支給します。また、

ひとり親家庭の親及び子に対し、高卒認定試

験合格のための講座の受講費用を補助しま

す。 
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36 ひとり親家

庭 専 門 学

校 等 受 験

対策事業 

こども青少年局 資格取得を目的とする養成機関への入学

のサポートを必要とするひとり親家庭の親を対

象に、予備校の費用を補助、又は受験対策の

講座を開設します。 

 
 

（２）  施設退所者等の自立を支援します 

  ア 児童養護施設等退所者への支援 

  37 施 設 退 所

児 童 等 社

会生活・就

労 支 援 事

業 

こども青少年局 児童養護施設等退所予定児童や、退所し

就職した児童が、社会生活への適応を容易に

するための適切な指導・助言等を行うととも

に、個別ケースに対する適切な就業環境を得

るための職場開拓、面接等のアドバイス、就職

後の相談等の就業支援を行います。さらに、

他の福祉サービス、医療的支援、法的支援等

を必要とする者について、必要な支援への連

携を行います。 

 
 

（３）  子育て世帯を経済的に支援します 

  ア 養育費確保支援の取組み 

  38 養 育 費 確

保のトータ

ルサポート

事業 

こども青少年局 養育費の受け取りはこどもの重要な権利で

あり、養育費の支払いは親の強い義務である

ことを当事者や社会が認識する契機とするた

め、ひとり親等の養育費の取り決め内容の債

務名義化を促進し、継続した履行確保を図る

ことを目的に、情報提供や弁護士による無料

相談、家庭裁判所等への同行支援、公正証

書等作成費、養育費の保証費用を補助する

等、総合的な支援を実施します。 
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イ 重点施策推進経費（令和６年度） 

区分・No. 事業名 所属 事業概要（重点施策推進経費分） 

学習習慣の定着 

  小学校へ学習指導員の配置 

    1 浪速まなび支援

事業 

浪速区役所 小学校の放課後に校内で宿題ができるよう指導

員を配置します。 

  
 

2 放課後学習チ

ャレンジ教室事

業 

住之江区役

所 

区内の小学生を対象に放課後に学習支援を実

施します。 

  居場所への学習支援員の派遣など 

    3 都島区小学生

サポート事業 

都島区役所 区内９か所において、民間事業者による学習支

援や悩み相談を実施します。 

  
 

4 こどもの居場所

等 に お け る 学

び・生活サポー

ト事業 

天王寺区役

所 

こども食堂や小中学校に大学生等の有償ボラン

ティアを派遣して学習支援を実施します。 

  学力向上支援 

    5 「学力向上支援

チーム事業」に

おける一部対象

校 で の 重 点 的

支援 

教育委員会

事務局 

特に、学力に課題のある児童の多い学校90校に

対して、放課後学習等の個別支援を重点的に実施

します。 

 
 

不登校への支援 

    6 学習・登校サポ

ート事業 

大正区役所 学校の授業以外で学習機会の少ない児童や不

登校等により学習機会を逃した児童・生徒に学習サ

ポートや登校に向けた支援を実施。また、不登校生

徒を区役所内に設置した「居場所」につなぎ、専門

スタッフが一人ひとりに寄り添った支援を実施しま

す。 
 

    7 不登校生徒支

援事業 

港区役所 区内全中学校にサポーターを配置し、不登校及

び不登校傾向の生徒の別室登校等の支援を実施し

ます。 

    8 鶴見区 こども

の 学習支 援事

業 

鶴見区役所 別室登校児童への学習支援を実施します。 
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不登校への支援 

    6 学習・登校サポ

ート事業 
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登校等により学習機会を逃した児童・生徒に学習サ

ポートや登校に向けた支援を実施。また、不登校生

徒を区役所内に設置した「居場所」につなぎ、専門

スタッフが一人ひとりに寄り添った支援を実施しま

す。 
 

    7 不登校生徒支

援事業 

港区役所 区内全中学校にサポーターを配置し、不登校及

び不登校傾向の生徒の別室登校等の支援を実施し

ます。 

    8 鶴見区 こども

の 学習支 援事

業 

鶴見区役所 別室登校児童への学習支援を実施します。 
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    9 「子どもの貧困」

をなくすための

子どもと学校等

支援事業 

中央区役所 区内公立小中学校等にサポーターを配置し、不

登校傾向にある子どもも含めた登校支援等を実施し

ます。 

    10 不登 校の 改善

及び 防止に 向

けた児童・家庭

支援事業 

東成区役所 専門家を学校及び子育て支援室へ派遣し、不登

校状態等にある児童生徒の課題分析、環境調整へ

の助言、ならびに支援拒否の保護者へのアプロー

チにかかる助言を実施します。 
 

    11 子 ど も た ち の

「生きる力」育み

支援事業 

東成区役所 放課後の学校施設を利用して「子ども第三の居

場所」を整備し、学習支援や運動支援等を実施しま

す。 
 

    12 不登校児童生

徒支援事業 

淀川区役所 区内市立小・中学校の不登校または不登校傾向

の児童生徒のうち、支援者による促しや寄添いがあ

れば登校可能な児童生徒を対象として、登校支援

と、登校直後の時間帯の別室登校支援を行う有償

ボランティアをサポーターとして配置します。 

 
 

  
 

13 西成区こども生

活・まなびサポ

ート事業 

西成区役所 区内６中学校及び接続小学校において、登校支

援や学びの支援を行うスタッフを配置します。 

居場所づくり 

    14 こども支援ネット

ワーク事業 

こども青少年

局 

こどもの居場所や企業、社会福祉施設等によるネ

ットワークを構築します。 
 

    15 こどもの居場所

開設支援事業 

こども青少年

局 

必要な地域にこどもの居場所を開設する活動団

体に対し開設経費を補助します。 

複合的課題を横断的に解決する仕組みづくり 

  「大阪市こどもサポートネット」の構築 

    16 大阪市こどもサ

ポートネット（コ

ーディネーター

配置） 

こども青少年

局 

世帯困窮等の福祉課題を抱える児童・生徒を適

切に関係機関へ連携するようコーディネーターを配

置します。 

    17 大阪市こどもサ

ポートネット（ス

クールソーシャ

ルワーカーの配

置） 

教育委員会

事務局 

支援を要する児童生徒を小中学校内で洗い出し

関係機関へつなぐようスクールソーシャルワーカー

を配置します。 
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18 大阪市こどもサ

ポートネット（ス

クールカウンセ

ラー事業） 

こども青少年

局 

「大阪市こどもサポートネット」において各区で開

催するスクリーニング会議に臨床心理の専門家とし

て参画します。 

高校中退者への支援策 

    19 若者自立支援

事業 

（高校中退者へ

の支援策） 

こども青少年

局 

不登校及び中退防止を図るため高校出張授業の

実施や中退時に支援機関へ引き継ぎ切れ目のない

支援を行います。 

ひとり親への支援策 

    20 ひとり親家庭自

立支援給付金

事業 

こども青少年

局 

ひとり親家庭の就業による自立を促進するため、

資格取得のため就学する者に対する支援を実施し

ます。 

 
 

    21 ひとり親家庭専

門学校等受験

対策事業 

こども青少年

局 

ひとり親家庭の就業による自立を促進するため、

資格取得のため就学する者に対する専門学校等受

験支援を実施します。 

 
 

その他顕著な課題に対する取組みなど 

    22 養育費確保のト

ータルサポート

事業 

こども青少年

局 

養育費に関するパンフレットの作成、離婚・養育

費に関する専門相談、養育費確保に関するセミナ

ーを実施します。 

 
 

    23 こどもの貧困対

策推進経費 

こども青少年

局 

こどもの貧困対策推進本部の運営にかかる事務

費。 

 

16 大阪市こどもの貧困対策推進計画（第２期）



- 16 - 

 

    9 「子どもの貧困」

をなくすための

子どもと学校等

支援事業 

中央区役所 区内公立小中学校等にサポーターを配置し、不

登校傾向にある子どもも含めた登校支援等を実施し

ます。 

    10 不登 校の 改善

及び 防止に 向

けた児童・家庭

支援事業 

東成区役所 専門家を学校及び子育て支援室へ派遣し、不登

校状態等にある児童生徒の課題分析、環境調整へ

の助言、ならびに支援拒否の保護者へのアプロー

チにかかる助言を実施します。 
 

    11 子 ど も た ち の

「生きる力」育み

支援事業 

東成区役所 放課後の学校施設を利用して「子ども第三の居

場所」を整備し、学習支援や運動支援等を実施しま

す。 
 

    12 不登校児童生

徒支援事業 

淀川区役所 区内市立小・中学校の不登校または不登校傾向

の児童生徒のうち、支援者による促しや寄添いがあ

れば登校可能な児童生徒を対象として、登校支援

と、登校直後の時間帯の別室登校支援を行う有償

ボランティアをサポーターとして配置します。 

 
 

  
 

13 西成区こども生

活・まなびサポ

ート事業 

西成区役所 区内６中学校及び接続小学校において、登校支

援や学びの支援を行うスタッフを配置します。 

居場所づくり 

    14 こども支援ネット

ワーク事業 

こども青少年

局 

こどもの居場所や企業、社会福祉施設等によるネ

ットワークを構築します。 
 

    15 こどもの居場所

開設支援事業 

こども青少年

局 

必要な地域にこどもの居場所を開設する活動団

体に対し開設経費を補助します。 

複合的課題を横断的に解決する仕組みづくり 

  「大阪市こどもサポートネット」の構築 

    16 大阪市こどもサ

ポートネット（コ

ーディネーター

配置） 

こども青少年

局 

世帯困窮等の福祉課題を抱える児童・生徒を適

切に関係機関へ連携するようコーディネーターを配

置します。 

    17 大阪市こどもサ

ポートネット（ス

クールソーシャ

ルワーカーの配

置） 

教育委員会

事務局 

支援を要する児童生徒を小中学校内で洗い出し

関係機関へつなぐようスクールソーシャルワーカー

を配置します。 

- 17 - 

 

  
 

18 大阪市こどもサ

ポートネット（ス

クールカウンセ

ラー事業） 

こども青少年

局 

「大阪市こどもサポートネット」において各区で開

催するスクリーニング会議に臨床心理の専門家とし

て参画します。 

高校中退者への支援策 

    19 若者自立支援

事業 

（高校中退者へ

の支援策） 

こども青少年

局 

不登校及び中退防止を図るため高校出張授業の

実施や中退時に支援機関へ引き継ぎ切れ目のない

支援を行います。 

ひとり親への支援策 

    20 ひとり親家庭自

立支援給付金

事業 

こども青少年

局 

ひとり親家庭の就業による自立を促進するため、

資格取得のため就学する者に対する支援を実施し

ます。 

 
 

    21 ひとり親家庭専

門学校等受験

対策事業 

こども青少年

局 

ひとり親家庭の就業による自立を促進するため、

資格取得のため就学する者に対する専門学校等受

験支援を実施します。 

 
 

その他顕著な課題に対する取組みなど 

    22 養育費確保のト

ータルサポート

事業 

こども青少年

局 

養育費に関するパンフレットの作成、離婚・養育

費に関する専門相談、養育費確保に関するセミナ

ーを実施します。 

 
 

    23 こどもの貧困対

策推進経費 

こども青少年

局 

こどもの貧困対策推進本部の運営にかかる事務

費。 

 

17

第１章 計画の策定にあたって

第
１
章

１

は
じ
め
に

大阪市こどもの貧困対策推進計画（第２期）



- 18 - 

 

２ こども、子育て家庭の状況 

（１）大阪市子どもの生活に関する実態調査の概要 

 ア 目的 

こどもたちの未来が生まれ育った環境によって左右されることなく、自分の可能性を追求できる社

会の実現をめざし、行政が的確な施策を実施するため、正確に現状を把握し、得られた結果から今

後の施策を検討することを目的として実施しました。 

 イ 調査対象者 

  （ア）大阪市立小学校５年生の全児童とその保護者 

  （イ）大阪市立中学校２年生の全生徒とその保護者 

  （ウ）大阪市内認定こども園、幼稚園、保育所等の全５歳児の保護者 

 ウ 調査方法 

学校園、保育所等を通じて調査対象者の世帯に調査票を配付し、回収しました。 

 エ 調査実施日 

令和５年６月２７日～令和５年７月１４日 

 オ 調査票配付・回収率（数） 

種類 回収率（％） 回収数 配付数 

小学校５年生 69.2 13,124 18,975 

小学校５年生の保護者 69.4 13,174 18,975 

中学校２年生 67.9 11,488 16,920 

中学校２年生の保護者 67.7 11,460 16,920 

小学校５年生・中学校２年生合計 68.6 24,612 35,895 

小学校５年生保護者・中学校２年生保護者合計 68.6 24,634 35,895 

５歳児の保護者 75.7 14,138 18,686 

計 70.1 63,384 90,476 

 カ 実態調査の枠組み 

     次の三つの資本の欠如に焦点を当てて調査を行いました。 

（ア）経済的資本の欠如（現金やサービス、住宅、医療などの欠如） 

（イ）ソーシャルキャピタルの欠如（つながりの欠如、近隣・友人との関係性、学校・労働市場への不参

加） 

（ウ）ヒューマンキャピタルの欠如（教育レベル>雇用の可能性>自分の能力を労働力（稼働）に転換する

能力の欠如） 

 

 

 

 

 

子どもの生活に関する実態調査のスキーム 

 

③ヒューマン 
キャピタルの欠如 

①経済的資本の欠如 
※最重要 

②ソーシャル 
キャピタルの欠如 

①、②、③が重なるところが最も
困難を抱えた層 
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（２）困窮度の分類 

国が実施している国民生活基礎調査においては、OECDの作成基準に基づき、等価可処分所得の

中央値の50％を下回る等価可処分所得しか得ていない者の割合を相対的貧困率としています。 

実態調査においても、実際の生活上の体験や困りごとを把握するため、等価可処分所得を基に区分

した困窮度を用いていますが、ＥＵ（欧州連合）やＵＮＩＣＥＦ（国際連合児童基金）においては等価可処

分所得の中央値の60％の額が採用されることもあり、下表のとおり４つの区分に困窮度を分類することと

しました。 

ただし、実態調査における世帯の所得額については、回答者の負担感や回収率への影響を考慮し、

所得額等について50万円から100万円といった数値の幅をもった選択肢で把握することとしたため、等

価可処分所得の算定については、所得の選択肢のそれぞれ上限値と下限値の平均値（例えば、所得

の選択肢が250万円～300万円の場合は275万円となります。）に基づき行っています。 

 大阪市（R５） 大阪市（H28） 

小５・中２ ５歳児 小５・中２ ５歳児 

等価可処分所得中央値 

（貧困線） 

265万円 

（133万円） 

280万円 

（140万円） 

238万円 

（119万円） 

等価可処分所得中央値以上 50.0％ 50.2％ 50.0％ 52.5％ 

困窮度Ⅲ 

（等価可処分所得中央値未満で、中央値の 60％以上） 
29.9％ 29.0％ 28.1％ 29.6％ 

困窮度Ⅱ 

（等価可処分所得中央値の 50％以上 60％未満） 
5.2％ 5.7％ 6.6％ 6.1％ 

困窮度Ⅰ 

（等価可処分所得中央値の 50％未満） 
15.0％ 15.1％ 15.2％ 11.8％ 

（３）経済的資本の欠如の状況 

ア 困窮度別に見た経済的理由による経験 

（ア）世帯における経済的な理由による経験 

困窮度が高くなるにつれ、世帯における経済的な理由による経験（経済的な理由でできなかっ

たこと）に該当する割合が増えています。 

前回調査と比較すると、「電気・ガス・水道などが止められた」や「国民健康保険料の支払いが

滞ったことがある」といったライフラインに関わるような項目の割合が困窮度にかかわらず低くなっ

ており、結果として、「どれにもあてはまらない」（いずれの経験もしていない）の割合が増加してい

ます。（図２-１、図２-２） 

（イ）こどもに対する経済的な理由による経験 

困窮度が高くなるにつれ、こどもに対する経済的な理由による経験（してあげられなかったこと）

が増えています。 

前回調査と比較すると、「おこづかいを渡すことができなかった」や「新しい服や靴を買うことがで

きなかった」、「習い事や学習塾に通わすことができなかった」などの割合が減少しています。その

ため、困窮度にかかわらず、「どれにもあてはまらない（いずれの経験もしていない）」の割合が増
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した困窮度を用いていますが、ＥＵ（欧州連合）やＵＮＩＣＥＦ（国際連合児童基金）においては等価可処

分所得の中央値の60％の額が採用されることもあり、下表のとおり４つの区分に困窮度を分類することと

しました。 

ただし、実態調査における世帯の所得額については、回答者の負担感や回収率への影響を考慮し、

所得額等について50万円から100万円といった数値の幅をもった選択肢で把握することとしたため、等

価可処分所得の算定については、所得の選択肢のそれぞれ上限値と下限値の平均値（例えば、所得

の選択肢が250万円～300万円の場合は275万円となります。）に基づき行っています。 

 大阪市（R５） 大阪市（H28） 

小５・中２ ５歳児 小５・中２ ５歳児 

等価可処分所得中央値 

（貧困線） 

265万円 

（133万円） 

280万円 

（140万円） 

238万円 

（119万円） 

等価可処分所得中央値以上 50.0％ 50.2％ 50.0％ 52.5％ 

困窮度Ⅲ 

（等価可処分所得中央値未満で、中央値の 60％以上） 
29.9％ 29.0％ 28.1％ 29.6％ 

困窮度Ⅱ 

（等価可処分所得中央値の 50％以上 60％未満） 
5.2％ 5.7％ 6.6％ 6.1％ 

困窮度Ⅰ 

（等価可処分所得中央値の 50％未満） 
15.0％ 15.1％ 15.2％ 11.8％ 

（３）経済的資本の欠如の状況 

ア 困窮度別に見た経済的理由による経験 

（ア）世帯における経済的な理由による経験 

困窮度が高くなるにつれ、世帯における経済的な理由による経験（経済的な理由でできなかっ

たこと）に該当する割合が増えています。 

前回調査と比較すると、「電気・ガス・水道などが止められた」や「国民健康保険料の支払いが

滞ったことがある」といったライフラインに関わるような項目の割合が困窮度にかかわらず低くなっ

ており、結果として、「どれにもあてはまらない」（いずれの経験もしていない）の割合が増加してい

ます。（図２-１、図２-２） 

（イ）こどもに対する経済的な理由による経験 

困窮度が高くなるにつれ、こどもに対する経済的な理由による経験（してあげられなかったこと）

が増えています。 

前回調査と比較すると、「おこづかいを渡すことができなかった」や「新しい服や靴を買うことがで

きなかった」、「習い事や学習塾に通わすことができなかった」などの割合が減少しています。その

ため、困窮度にかかわらず、「どれにもあてはまらない（いずれの経験もしていない）」の割合が増
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加しています。（図３-１、図３-２) 

（ウ）経済的な理由による経験の該当数の平均値 

（ア）（イ）のいずれも、困窮度が高くなるにつれ該当数の平均は多くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず少なくなっています。（図４-１、図４-２、図５-１、図

５-２） 

 

  イ 母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、経済的理由による経験 

（ア）世帯における経済的な理由による経験 

      若年で親になった方が、生活に直結した困難さを抱える傾向や不安を抱えている傾向が見られ

ます。（図６） 

（イ）こどもに対する経済的な理由による経験 

      若年で親になった方が、学習塾や習い事に通わせることに困難さが見られます。（図７） 
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0 10 20 30 40 50 60

食費を切りつめた

電気・ガス・水道などが止められた

医療機関を受診できなかった

国民健康保険料の支払いが滞った

ことがある

国民年金の支払いが滞ったことが

ある

金融機関などに借金をしたことがあ

る

クレジットカードの利用が停止に

なったことがある

新しい衣服・靴を買うのを控えた

新聞や雑誌を買うのを控えた

スマートフォンへの切替・利用を断

念した

冠婚葬祭のつきあいを控えた

生活の見通しがたたなくて不安に

なったことがある

鉄道やバスの利用を控え、自転車

を使ったり歩くようにした

電話などの通信料の支払いが滞っ

たことがある

家賃や住宅ローンの支払いが滞っ

たことがある

趣味やレジャーの出費を減らした

冷暖房の使用を控えた

友人・知人との外食を控えた

敷金・保証金等を用意できず、住み

替え・転居を断念した

理髪店・美容院に行く回数を減らし

た

こども部屋が欲しかったがつくれな

かった

どれもあてはまらない

無回答

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)
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食費を切りつめた

電気・ガス・水道などが止められた

医療機関を受診できなかった

国民健康保険料の支払いが滞った

ことがある

国民年金の支払いが滞ったことが

ある

金融機関などに借金をしたことがあ

る

クレジットカードの利用が停止に

なったことがある

新しい衣服・靴を買うのを控えた

新聞や雑誌を買うのを控えた

スマートフォンへの切替・利用を断

念した

冠婚葬祭のつきあいを控えた

生活の見通しがたたなくて不安に

なったことがある

鉄道やバスの利用を控え、自転車

を使ったり歩くようにした

電話などの通信料の支払いが滞っ

たことがある

家賃や住宅ローンの支払いが滞っ

たことがある

趣味やレジャーの出費を減らした

冷暖房の使用を控えた

友人・知人との外食を控えた

敷金・保証金等を用意できず、住み

替え・転居を断念した

理髪店・美容院に行く回数を減らし

た

こども部屋が欲しかったがつくれな

かった

どれもあてはまらない

無回答

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

図２-１ 困窮度別に見た、世帯における経済的な理由に 

よる経験（小５・中２のいる世帯） 

図２-２ 困窮度別に見た、世帯における経済的な理由に 

よる経験（５歳児のいる世帯） 

（％） （％） 
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おこさんを医療機関に受診させ

ることができなかった

おこさんの進路を変更した

おこさんのための本や絵本が買

えなかった

おこさんにおこづかいを渡すこと

ができなかった

おこさんに新しい服や靴を買うこ

とができなかった

おこさんを遠足や修学旅行へ参

加させることができなかった

おこさんを習い事に通わすことが

できなかった

おこさんをクラブ活動・部活動に

参加させられなかった

おこさんを学習塾に通わせること

ができなかった

おこさんの誕生日を祝えなかっ

た

おこさんにお年玉をあげることが

できなかった

おこさんの学校行事などに参加

することができなかった

こども会、地域の行事の活動に

参加することができなかった

家族旅行（日帰りを含む）ができ

なかった

どれにもあてはまらない

無回答

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)
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おこさんを医療機関に受診させるこ

とができなかった

おこさんのための本や絵本が買えな

かった

おこさんにおこづかいを渡すことが

できなかった

おこさんに新しい服や靴を買うことが

できなかった

おこさんを遠足へ参加させることが

できなかった

おこさんを習い事に通わすことがで

きなかった

おこさんをクラブ活動に通わせること

ができなかった

おこさんを学習塾に通わせることが

できなかった

おこさんの誕生日を祝えなかった

おこさんにお年玉をあげることがで

きなかった

おこさんの保育所、幼稚園などの行

事に参加できなかった

こども会、地域の行事の活動に参加

することができなかった

家族旅行（日帰りを含む）ができな

かった

どれにもあてはまらない

無回答

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)
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困窮度Ⅰ

(n=2,641)

図３-１ 困窮度別に見た、こどもに対する経済的な理由に 

よる経験（小５・中２のいる世帯） 

（％） 

図３-２ 困窮度別に見た、こどもに対する経済的な理由に 

よる経験（５歳児のいる世帯） 

図４-１ 困窮度別に見た、世帯における経済的な理由による 

経験の該当数の平均（小５・中２のいる世帯） 

（％） 
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図４-２ 困窮度別に見た、世帯における経済的な理由による 

経験の該当数の平均（５歳児のいる世帯） 
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加しています。（図３-１、図３-２) 

（ウ）経済的な理由による経験の該当数の平均値 

（ア）（イ）のいずれも、困窮度が高くなるにつれ該当数の平均は多くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず少なくなっています。（図４-１、図４-２、図５-１、図

５-２） 

 

  イ 母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、経済的理由による経験 

（ア）世帯における経済的な理由による経験 

      若年で親になった方が、生活に直結した困難さを抱える傾向や不安を抱えている傾向が見られ

ます。（図６） 

（イ）こどもに対する経済的な理由による経験 

      若年で親になった方が、学習塾や習い事に通わせることに困難さが見られます。（図７） 
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国民健康保険料の支払いが滞った
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国民年金の支払いが滞ったことが

ある

金融機関などに借金をしたことがあ

る

クレジットカードの利用が停止に

なったことがある

新しい衣服・靴を買うのを控えた

新聞や雑誌を買うのを控えた

スマートフォンへの切替・利用を断

念した

冠婚葬祭のつきあいを控えた

生活の見通しがたたなくて不安に

なったことがある

鉄道やバスの利用を控え、自転車

を使ったり歩くようにした

電話などの通信料の支払いが滞っ
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家賃や住宅ローンの支払いが滞っ
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冷暖房の使用を控えた
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敷金・保証金等を用意できず、住み
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理髪店・美容院に行く回数を減らし

た

こども部屋が欲しかったがつくれな

かった

どれもあてはまらない
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(n=1,642)

 
 

 

20.8

0.4

0.6

0.5

0.9

1.9

1

21.6

11.5

2.9

1.1

6

10.1

0.7

0.6

27

17.2

16.1

0.6

15.3

5.1

45.2

5.7

38.9

0.8

2.2

2.5

4.3

5.7

3.4

39.5

22.4

6.8

2.9

19

18.8

2.4

2.6

46.7

30.4

31

2.7

31.9

10.7

21.9

2.9

47.4

3

3.6

6.3

8.7

8.1

5.6

47.3

23

8.3

6.7

34

22.6

5.6

5.4

49.8

35.8

39.8

5.8

37.7

16

16

3.3

51.2

4.7

3.9

12.8

13.8

10.2

6.3

51.5

25.7

11.1

7.1

36.7

26.3

9.9

9.4

51.2

39.6

43.2

9.2

43.7

19.1

11.3

2.8

0 10 20 30 40 50 60 70

食費を切りつめた

電気・ガス・水道などが止められた

医療機関を受診できなかった

国民健康保険料の支払いが滞った

ことがある

国民年金の支払いが滞ったことが

ある

金融機関などに借金をしたことがあ

る

クレジットカードの利用が停止に

なったことがある

新しい衣服・靴を買うのを控えた

新聞や雑誌を買うのを控えた

スマートフォンへの切替・利用を断

念した

冠婚葬祭のつきあいを控えた

生活の見通しがたたなくて不安に

なったことがある

鉄道やバスの利用を控え、自転車

を使ったり歩くようにした

電話などの通信料の支払いが滞っ

たことがある

家賃や住宅ローンの支払いが滞っ

たことがある

趣味やレジャーの出費を減らした

冷暖房の使用を控えた

友人・知人との外食を控えた

敷金・保証金等を用意できず、住み

替え・転居を断念した

理髪店・美容院に行く回数を減らし

た

こども部屋が欲しかったがつくれな

かった

どれもあてはまらない

無回答

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

図２-１ 困窮度別に見た、世帯における経済的な理由に 

よる経験（小５・中２のいる世帯） 

図２-２ 困窮度別に見た、世帯における経済的な理由に 

よる経験（５歳児のいる世帯） 

（％） （％） 
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15.1
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17.5

1

15.2

2.2

9.2
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2.5

35.2

45.8

6.9

2.2

5.3

8.9

21.7

19.3

0.5

23.2

2.1

19.4

3.9

12.2

3.9

3.7

39.9

38.4

8

0 10 20 30 40 50 60 70

おこさんを医療機関に受診させ

ることができなかった

おこさんの進路を変更した

おこさんのための本や絵本が買

えなかった

おこさんにおこづかいを渡すこと

ができなかった

おこさんに新しい服や靴を買うこ

とができなかった

おこさんを遠足や修学旅行へ参

加させることができなかった

おこさんを習い事に通わすことが

できなかった

おこさんをクラブ活動・部活動に

参加させられなかった

おこさんを学習塾に通わせること

ができなかった

おこさんの誕生日を祝えなかっ

た

おこさんにお年玉をあげることが

できなかった

おこさんの学校行事などに参加

することができなかった

こども会、地域の行事の活動に

参加することができなかった

家族旅行（日帰りを含む）ができ

なかった

どれにもあてはまらない

無回答

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)
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8.9
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11.3

14.9
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3.7

12.5

2.6

9.6

1

3.5

34.2

43.4

10.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

おこさんを医療機関に受診させるこ

とができなかった

おこさんのための本や絵本が買えな

かった

おこさんにおこづかいを渡すことが

できなかった

おこさんに新しい服や靴を買うことが

できなかった

おこさんを遠足へ参加させることが

できなかった

おこさんを習い事に通わすことがで

きなかった

おこさんをクラブ活動に通わせること

ができなかった

おこさんを学習塾に通わせることが

できなかった

おこさんの誕生日を祝えなかった

おこさんにお年玉をあげることがで

きなかった

おこさんの保育所、幼稚園などの行

事に参加できなかった

こども会、地域の行事の活動に参加

することができなかった

家族旅行（日帰りを含む）ができな

かった

どれにもあてはまらない

無回答

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

 

 

1.7

3.4

4.3

5

0 1 2 3 4 5 6 7

中央値以上
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(n=5,275)
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(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

図３-１ 困窮度別に見た、こどもに対する経済的な理由に 

よる経験（小５・中２のいる世帯） 

（％） 

図３-２ 困窮度別に見た、こどもに対する経済的な理由に 

よる経験（５歳児のいる世帯） 

図４-１ 困窮度別に見た、世帯における経済的な理由による 

経験の該当数の平均（小５・中２のいる世帯） 

（％） 
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困窮度Ⅰ

(n=1,642)

図４-２ 困窮度別に見た、世帯における経済的な理由による 

経験の該当数の平均（５歳児のいる世帯） 
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図６ 母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、 

世帯における経済的な理由による経験 

（小５・中２のいる世帯） 

図７ 母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、 

こどもに対する経済的な理由による経験 

（小５・中２のいる世帯） 
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食費を切りつめた

電気・ガス・水道などが止められ

た

医療機関を受診できなかった

国民健康保険料の支払いが

滞ったことがある

国民年金の支払いが滞ったこと

がある

金融機関などに借金をしたこと

がある

クレジットカードの利用が停止に

なったことがある

新しい衣服・靴を買うのを控えた

新聞や雑誌を買うのを控えた

スマートフォンへの切替・利用を

断念した

冠婚葬祭のつきあいを控えた

生活の見通しがたたなくて不安

になったことがある

鉄道やバスの利用を控え、自転

車を使ったり歩くようにした

電話などの通信料の支払いが

滞ったことがある

家賃や住宅ローンの支払いが

滞ったことがある

趣味やレジャーの出費を減らし

た

冷暖房の使用を控えた

友人・知人との外食を控えた

敷金・保証金等を用意できず、

住み替え・転居を断念した

理髪店・美容院に行く回数を減ら

した

こども部屋が欲しかったがつくれ

なった

どれもあてはまらない

10代

(n=125)
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(n=1,161)

31-39歳

(n=462)

40歳以上

(n=35)
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0 10 20 30 40 50 60

おこさんを医療機関に受診させ

ることができなかった

おこさんの進路を変更した

おこさんのための本や絵本が買

えなかった

おこさんにおこづかいを渡すこと

ができなかった

おこさんに新しい服や靴を買うこ

とができなかった

おこさんを遠足や修学旅行へ参

加させることができなかった

おこさんを習い事に通わすこと

ができなかった

おこさんをクラブ活動・部活動に

参加させられなかった

おこさんを学習塾に通わせるこ

とができなかった

おこさんの誕生日を祝えなかっ

た

おこさんにお年玉をあげることが

できなかった

おこさんの学校行事などに参加

することができなかった

こども会、地域の行事の活動に

参加することができなかった

家族旅行（日帰りを含む）ができ

なかった

どれにもあてはまらない

10代

(n=125)

20-30歳

(n=1,161)

31-39歳

(n=462)

40歳以上

(n=35)

（％） （％） 
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(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

図５-１ 困窮度別に見た、こどもに対する経済的な理由による 

経験の該当数の平均（小５・中２のいる世帯） 

図５-２ 困窮度別に見た、こどもに対する経済的な理由による 

経験の該当数の平均（５歳児のいる世帯） 
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ウ 世帯構成別に見た経済状況等 

  （ア）収入の状況 

「わからない」・「無回答」を除いて、ふたり親世帯は500万円～600万円未満の世帯が最も多い

のに対し、父子世帯は300万円～400万円未満、母子世帯は200万円未満の世帯が最も多くなっ

ています。（図８-１、図８-２） 

  （イ）家計の状況 

ふたり親世帯、父子世帯、母子世帯の順に、「貯蓄ができている」と回答した割合が低くなって

います。 

前回調査と比較すると、どの世帯区分においても「貯蓄ができている」世帯の割合は増加し、

「赤字である」世帯の割合が減少しています。（図９-１、図９-２） 

  （ウ）困窮度 

ふたり親世帯、父子世帯、母子世帯の順に、困窮度Ⅰ群の割合が高くなっています。 

前回調査と比較すると、母子世帯において、困窮度Ⅰ群の割合（小５・中２：42.9％→52.9％、５

歳児：43.6％→61.9％）が大幅に増加しています。（図 10-１、図 10-２） 

  （エ）就労状況 

前回調査と比較すると、ふたり親世帯（小５・中２：3.4％→2.9％、５歳児：2.7％→1.7％）、父子

世帯（小５・中２：7.2％→5.7％、５歳児：7.4％→5.8％）における非正規雇用が低くなっています。

一方で、母子世帯（小５・中２：36.4％→37.4％、５歳児：36.7％→37.1％）は非正規雇用の割合が

変化していないという状況にあります。（図 11-１、図 11-２） 

 （オ）就労状況別に見た家計の状況 

家計の状況は就労形態によって大きな違いがあり、保護者の就労状況が正規雇用であるほど

貯蓄ができていると回答した割合が高くなっており、非正規群は正規群に比べ家計の赤字の割合

が高くなっています。（図 12-１、図 12-２） 
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その他世帯
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図８-１ 世帯構成別に見た収入の状況（小５・中２のいる世帯） 
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図８-２ 世帯構成別に見た収入の状況（５歳児のいる世帯） 

（％） 
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図６ 母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、 

世帯における経済的な理由による経験 

（小５・中２のいる世帯） 

図７ 母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、 

こどもに対する経済的な理由による経験 

（小５・中２のいる世帯） 
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がある

金融機関などに借金をしたこと

がある

クレジットカードの利用が停止に

なったことがある

新しい衣服・靴を買うのを控えた

新聞や雑誌を買うのを控えた

スマートフォンへの切替・利用を

断念した

冠婚葬祭のつきあいを控えた

生活の見通しがたたなくて不安

になったことがある

鉄道やバスの利用を控え、自転

車を使ったり歩くようにした

電話などの通信料の支払いが

滞ったことがある

家賃や住宅ローンの支払いが

滞ったことがある

趣味やレジャーの出費を減らし

た

冷暖房の使用を控えた

友人・知人との外食を控えた

敷金・保証金等を用意できず、

住み替え・転居を断念した

理髪店・美容院に行く回数を減ら
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こども部屋が欲しかったがつくれ

なった

どれもあてはまらない
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おこさんを医療機関に受診させ

ることができなかった

おこさんの進路を変更した

おこさんのための本や絵本が買

えなかった

おこさんにおこづかいを渡すこと

ができなかった

おこさんに新しい服や靴を買うこ

とができなかった

おこさんを遠足や修学旅行へ参

加させることができなかった

おこさんを習い事に通わすこと

ができなかった

おこさんをクラブ活動・部活動に

参加させられなかった

おこさんを学習塾に通わせるこ

とができなかった

おこさんの誕生日を祝えなかっ

た

おこさんにお年玉をあげることが

できなかった

おこさんの学校行事などに参加

することができなかった

こども会、地域の行事の活動に

参加することができなかった

家族旅行（日帰りを含む）ができ

なかった

どれにもあてはまらない
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31-39歳
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(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

図５-１ 困窮度別に見た、こどもに対する経済的な理由による 

経験の該当数の平均（小５・中２のいる世帯） 

図５-２ 困窮度別に見た、こどもに対する経済的な理由による 

経験の該当数の平均（５歳児のいる世帯） 
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ウ 世帯構成別に見た経済状況等 

  （ア）収入の状況 

「わからない」・「無回答」を除いて、ふたり親世帯は500万円～600万円未満の世帯が最も多い

のに対し、父子世帯は300万円～400万円未満、母子世帯は200万円未満の世帯が最も多くなっ

ています。（図８-１、図８-２） 

  （イ）家計の状況 

ふたり親世帯、父子世帯、母子世帯の順に、「貯蓄ができている」と回答した割合が低くなって

います。 

前回調査と比較すると、どの世帯区分においても「貯蓄ができている」世帯の割合は増加し、

「赤字である」世帯の割合が減少しています。（図９-１、図９-２） 

  （ウ）困窮度 

ふたり親世帯、父子世帯、母子世帯の順に、困窮度Ⅰ群の割合が高くなっています。 

前回調査と比較すると、母子世帯において、困窮度Ⅰ群の割合（小５・中２：42.9％→52.9％、５

歳児：43.6％→61.9％）が大幅に増加しています。（図 10-１、図 10-２） 

  （エ）就労状況 

前回調査と比較すると、ふたり親世帯（小５・中２：3.4％→2.9％、５歳児：2.7％→1.7％）、父子

世帯（小５・中２：7.2％→5.7％、５歳児：7.4％→5.8％）における非正規雇用が低くなっています。

一方で、母子世帯（小５・中２：36.4％→37.4％、５歳児：36.7％→37.1％）は非正規雇用の割合が

変化していないという状況にあります。（図 11-１、図 11-２） 

 （オ）就労状況別に見た家計の状況 

家計の状況は就労形態によって大きな違いがあり、保護者の就労状況が正規雇用であるほど

貯蓄ができていると回答した割合が高くなっており、非正規群は正規群に比べ家計の赤字の割合

が高くなっています。（図 12-１、図 12-２） 
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図８-１ 世帯構成別に見た収入の状況（小５・中２のいる世帯） 
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図８-２ 世帯構成別に見た収入の状況（５歳児のいる世帯） 
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※項目の分類の考え方は次のとおり。 

正 規 群 ： 父母あるいは主たる生計者に「常勤・正規職員」が含まれている。 

自 営 群 ： 正規群以外で、父母あるいは主たる生計者に「自営業・家業」が含まれている。 

非正規群 ： 正規群・自営群以外で、父母あるいは主たる生計者に「パートまたはアルバイト、非正規職員」が含まれている。 

無 業 ： 正規群・自営群・非正規群以外で、誰も働いていない。 

そ の 他 ： 正規群、自営群、非正規群、無業以外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 11-１ 就労状況別に見た、家計状況（小５・中２のいる世帯） 
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 図４-１ 世帯構成別に見た家計の状況（小５・中２の保護者） 
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図 12-１ 就労状況別に見た家計状況（小５・中２のいる世帯） 
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図 11-１ 世帯構成別に見た就労状況（小５・中２のいる世帯） 

図 12-２ 就労状況別に見た家計状況（５歳児のいる世帯） 

図 11-２ 世帯構成別に見た就労状況（５歳児のいる世帯） 

 

 

 図４-１ 世帯構成別に見た家計の状況（小５・中２の保護者） 
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図９-１ 世帯構成別に見た家計の状況（小５・中２のいる世帯） 図９-２ 世帯構成別に見た家計の状況（５歳児のいる世帯） 

図 10-１ 世帯構成別に見た困窮度（小５・中２のいる世帯） 図 10-２ 世帯構成別に見た困窮度（５歳児のいる世帯） 
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エ 初めて親となった年齢別に見た母親の状況 

（ア）困窮度 

10代で初めて親となった世帯を見ると、他の世帯に比べて、困窮度Ⅰ群の割合が高くなってい

ます。（図13-１、図13-２） 

（イ）最終学歴 

10代で初めて親となった世帯を見ると、他の世帯に比べて、「中学校卒業」や「高等学校中途退

学」の割合が特に高くなっています。（図14-１、図14-２） 

 オ 世帯構成別における初めて親になった年齢別に見た、困窮度 

初めて親になった年齢が若年であるにつれ、困窮度が高くなっています。母子世帯とふたり親

世帯を比較すると、困窮度Ⅰ群の割合に大きな差が見られます。（図15-１、図15-２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 11-１ 就労状況別に見た、家計状況（小５・中２のいる世帯） 
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図 14-１ 初めて親となった年齢別に見た、母親の最終学歴 

（小５・中２のいる世帯）（母親が回答者） 

図 14-２ 初めて親となった年齢別に見た、母親の最終学歴 

（５歳児のいる世帯）（母親が回答者） 

図 13-１ 初めて親となった年齢別に見た、困窮度 

（小５・中２のいる世帯）（母親が回答者） 

図 13-２ 初めて親となった年齢別に見た、困窮度 

（５歳児のいる世帯）（母親が回答者） 
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※項目の分類の考え方は次のとおり。 

正 規 群 ： 父母あるいは主たる生計者に「常勤・正規職員」が含まれている。 

自 営 群 ： 正規群以外で、父母あるいは主たる生計者に「自営業・家業」が含まれている。 

非正規群 ： 正規群・自営群以外で、父母あるいは主たる生計者に「パートまたはアルバイト、非正規職員」が含まれている。 

無 業 ： 正規群・自営群・非正規群以外で、誰も働いていない。 

そ の 他 ： 正規群、自営群、非正規群、無業以外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 11-１ 就労状況別に見た、家計状況（小５・中２のいる世帯） 

50.5

40

16.1

7.7

18.4

15.4

18.8

37

37.8

34.2

26.6

29.3

35.2

32.9

34.2

5.7

9.5

9.5

18.9

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規群

(n=10,828)

自営群

(n=1,826)

非正規群

(n=694)

無 業

(n=143)
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貯蓄ができている 赤字である

赤字でもなく黒字でもない わからない

無回答

 

 

 

 

 図４-１ 世帯構成別に見た家計の状況（小５・中２の保護者） 
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中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

図 12-１ 就労状況別に見た家計状況（小５・中２のいる世帯） 
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図 11-１ 世帯構成別に見た就労状況（小５・中２のいる世帯） 

図 12-２ 就労状況別に見た家計状況（５歳児のいる世帯） 

図 11-２ 世帯構成別に見た就労状況（５歳児のいる世帯） 

 

 

 図４-１ 世帯構成別に見た家計の状況（小５・中２の保護者） 
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図９-１ 世帯構成別に見た家計の状況（小５・中２のいる世帯） 図９-２ 世帯構成別に見た家計の状況（５歳児のいる世帯） 

図 10-１ 世帯構成別に見た困窮度（小５・中２のいる世帯） 図 10-２ 世帯構成別に見た困窮度（５歳児のいる世帯） 
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エ 初めて親となった年齢別に見た母親の状況 

（ア）困窮度 

10代で初めて親となった世帯を見ると、他の世帯に比べて、困窮度Ⅰ群の割合が高くなってい

ます。（図13-１、図13-２） 

（イ）最終学歴 

10代で初めて親となった世帯を見ると、他の世帯に比べて、「中学校卒業」や「高等学校中途退

学」の割合が特に高くなっています。（図14-１、図14-２） 

 オ 世帯構成別における初めて親になった年齢別に見た、困窮度 

初めて親になった年齢が若年であるにつれ、困窮度が高くなっています。母子世帯とふたり親

世帯を比較すると、困窮度Ⅰ群の割合に大きな差が見られます。（図15-１、図15-２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 11-１ 就労状況別に見た、家計状況（小５・中２のいる世帯） 
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図 14-１ 初めて親となった年齢別に見た、母親の最終学歴 

（小５・中２のいる世帯）（母親が回答者） 

図 14-２ 初めて親となった年齢別に見た、母親の最終学歴 

（５歳児のいる世帯）（母親が回答者） 

図 13-１ 初めて親となった年齢別に見た、困窮度 

（小５・中２のいる世帯）（母親が回答者） 

図 13-２ 初めて親となった年齢別に見た、困窮度 

（５歳児のいる世帯）（母親が回答者） 
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カ 困窮度別に見た制度の受給状況 

（ア）就学援助の受給状況 

困窮度が高くなるにつれ、「利用している」割合が高くなっていますが、困窮度Ⅰ群を見ると、

「利用したことがない」割合が23.8％となっています。 

前回調査と比較すると、困窮度Ⅰ群（13.4％→23.8％）・Ⅱ群（19.3％→37.6％）において、「利

用したことがない」の割合が増加しています。（図16） 

（イ）就学援助を利用しなかった理由 

      「制度の対象外だと思うから」の割合が最も多くなっています。一方で、「制度を知らなかった」と

回答した割合が困窮度Ⅰ群では4.1％、困窮度Ⅱ群では0.9％、「手続がわからない、利用しにく

い」と回答した割合が困窮度Ⅰ群では8.8％、困窮度Ⅱ群では6.1％と割合としては低いものの、

一定数見受けられます。（図17） 

（ウ）母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、就学援助を利用しなかった理由 

   初めて親になった年齢が若年であるにつれ、申請の手続き等に困り感を持っている傾向が見ら

れます。（図18） 

（エ）児童扶養手当の受給状況 

困窮度が高くなるにつれ、「利用している」割合が高くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度Ⅰ群において、「現在利用している」割合（小５・中２：76.2％→

79.8％、５歳児：71.0％→79.2％）が増加しています。（図19-１、図19-２） 

（オ）児童扶養手当を利用しなかった理由 

      「制度の対象外だと思うから」の割合が最も多くなっています。一方で、割合としては低いものの、

「制度を知らなかった」や「手続がわからない、利用しにくい」などの理由も見られます。（図20-１、

図20-２） 

（カ）養育費の受領状況 

前回調査と質問方法が異なるため、単純に比較はできませんが、困窮度にかかわらず、「受け

取っている」と回答した割合は大幅に増加しています。（図21-１、図21-２） 
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中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

図 15-２ ふたり親世帯における初めて親になった年齢別に 

見た、困窮度（小５・中２のいる世帯） 

（母親が回答者） 

図 15-１ 母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、 

困窮度（小５・中２のいる世帯）（母親が回答者） 

 

（小５・中２のいる世帯）（母親が回答者） 
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困窮度Ⅰ

(n=1,165)

現在利用している
現在利用していないが、以前利用したことがある
利用したことがない
無回答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 18 母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、就学援助を利用しなかった理由（小５・中２のいる世帯） 
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利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから 利用したいが、手続きがわからなかったり、利用しにくいから

それ以外の理由
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(n=554)

現在利用している
現在利用していないが、以前利用したことがある
利用したことがない
無回答

図 19-１ 困窮度別に見た、児童扶養手当受給状況 

（小５・中２のいる世帯）（ひとり親世帯） 

図 19-２ 困窮度別に見た、児童扶養手当受給状況 

（５歳児のいる世帯）（ひとり親世帯） 
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それ以外の理由
無回答

図 20-１ 困窮度別に見た、児童扶養手当を利用しなかった理

由（小５・中２のいる世帯）（ひとり親世帯） 

図 20-２ 困窮度別に見た、児童扶養手当を利用しなかった理

由（５歳児のいる世帯）（ひとり親世帯） 
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利用したことがない

無回答

60

図 16 困窮度別に見た、就学援助の受給状況 

（小５・中２のいる世帯） 
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利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから
利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから
利用したいが、手続がわからなかったり、利用しにくいから
それ以外の理由
無回答
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0.9

6.1

図 17 困窮度別に見た、就学援助を利用しなかった理由 

（小５・中２のいる世帯） 
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カ 困窮度別に見た制度の受給状況 

（ア）就学援助の受給状況 

困窮度が高くなるにつれ、「利用している」割合が高くなっていますが、困窮度Ⅰ群を見ると、

「利用したことがない」割合が23.8％となっています。 

前回調査と比較すると、困窮度Ⅰ群（13.4％→23.8％）・Ⅱ群（19.3％→37.6％）において、「利

用したことがない」の割合が増加しています。（図16） 

（イ）就学援助を利用しなかった理由 

      「制度の対象外だと思うから」の割合が最も多くなっています。一方で、「制度を知らなかった」と

回答した割合が困窮度Ⅰ群では4.1％、困窮度Ⅱ群では0.9％、「手続がわからない、利用しにく

い」と回答した割合が困窮度Ⅰ群では8.8％、困窮度Ⅱ群では6.1％と割合としては低いものの、

一定数見受けられます。（図17） 

（ウ）母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、就学援助を利用しなかった理由 

   初めて親になった年齢が若年であるにつれ、申請の手続き等に困り感を持っている傾向が見ら

れます。（図18） 

（エ）児童扶養手当の受給状況 

困窮度が高くなるにつれ、「利用している」割合が高くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度Ⅰ群において、「現在利用している」割合（小５・中２：76.2％→

79.8％、５歳児：71.0％→79.2％）が増加しています。（図19-１、図19-２） 

（オ）児童扶養手当を利用しなかった理由 

      「制度の対象外だと思うから」の割合が最も多くなっています。一方で、割合としては低いものの、

「制度を知らなかった」や「手続がわからない、利用しにくい」などの理由も見られます。（図20-１、

図20-２） 

（カ）養育費の受領状況 

前回調査と質問方法が異なるため、単純に比較はできませんが、困窮度にかかわらず、「受け

取っている」と回答した割合は大幅に増加しています。（図21-１、図21-２） 
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図 15-２ ふたり親世帯における初めて親になった年齢別に 

見た、困窮度（小５・中２のいる世帯） 

（母親が回答者） 

図 15-１ 母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、 

困窮度（小５・中２のいる世帯）（母親が回答者） 

 

（小５・中２のいる世帯）（母親が回答者） 
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図 18 母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、就学援助を利用しなかった理由（小５・中２のいる世帯） 
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図 19-１ 困窮度別に見た、児童扶養手当受給状況 

（小５・中２のいる世帯）（ひとり親世帯） 

図 19-２ 困窮度別に見た、児童扶養手当受給状況 

（５歳児のいる世帯）（ひとり親世帯） 
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図 20-１ 困窮度別に見た、児童扶養手当を利用しなかった理

由（小５・中２のいる世帯）（ひとり親世帯） 

図 20-２ 困窮度別に見た、児童扶養手当を利用しなかった理

由（５歳児のいる世帯）（ひとり親世帯） 

 

 

 

1.3

11.2

42

2.9

10.3

11.7

7

88.7

70.4

37.6

23.8

7.1

8.2

8.7

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

60

図 16 困窮度別に見た、就学援助の受給状況 

（小５・中２のいる世帯） 
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図 17 困窮度別に見た、就学援助を利用しなかった理由 
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（４）ヒューマンキャピタルの欠如の状況 

ア 困窮度別に見た生活習慣の状況 

（ア）朝食の頻度 

困窮度が高くなるにつれ、「毎日、またはほとんど毎日」、「必ず食べる」と回答した割合が低くな

っています。（図22-１、図22-２） 

（イ）学校への遅刻の状況 

困窮度が高くなるにつれ、「遅刻はしない」と回答した割合が低くなっています。（図23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 23-２ 困窮度別に見た、朝食の頻度（５歳児のいる世帯） 

 

 

 図 11-１ 就労状況別に見た、家計状況（小５・中２のいる世帯） 
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 図 11-１ 就労状況別に見た、家計状況（小５・中２のいる世帯） 
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図 21-２ 困窮度別に見た、養育費受領状況 

（５歳児のいる世帯）（ひとり親世帯） 
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図 23 困窮度別に見た、遅刻の状況 

（小５・中２のいる世帯） 

図 21-１ 困窮度別に見た、養育費受領状況 

（小５・中２のいる世帯）（ひとり親世帯） 

図 22-１ 困窮度別に見た、朝食の頻度（小５・中２のいる世帯） 図 22-2 困窮度別に見た、朝食の頻度（５歳児のいる世帯） 
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イ ５歳児における保護者の関わり方の状況 

（ア）困窮度別 

困窮度が高くなるにつれ、関わっている割合が低くなっています。（図24） 

（イ）世帯構成別 

ふたり親世帯とひとり親世帯（母子世帯、父子世帯）を比較すると、ひとり親世帯の方が、関わっ

ている割合が低くなっている傾向が見られます。（図25） 
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（絵）本を読み聞かせる
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中央値以上(n=5,468) 困窮度Ⅲ(n=3,160)

困窮度Ⅱ(n=615) 困窮度Ⅰ(n=1,642)

図 24 困窮度別に見た、関わり方の状況（５歳児のいる世帯） 
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図 25 世帯構成別に見た、関わり方の状況（５歳児のいる世帯） 
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（４）ヒューマンキャピタルの欠如の状況 

ア 困窮度別に見た生活習慣の状況 

（ア）朝食の頻度 

困窮度が高くなるにつれ、「毎日、またはほとんど毎日」、「必ず食べる」と回答した割合が低くな

っています。（図22-１、図22-２） 

（イ）学校への遅刻の状況 

困窮度が高くなるにつれ、「遅刻はしない」と回答した割合が低くなっています。（図23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 23-２ 困窮度別に見た、朝食の頻度（５歳児のいる世帯） 

 

 

 図 11-１ 就労状況別に見た、家計状況（小５・中２のいる世帯） 

50

44.5

45.9

35.5

3.6

3.4

2.7

3.3

17.9

22.7

17.6

21.2

23.2

26.9

32.4

37.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=56)

困窮度Ⅲ

(n=119)

困窮度Ⅱ

(n=74)

困窮度Ⅰ

(n=425)

取り決めをしており、受け取っている
特に取り決めをしていないが、受け取っている
取り決めをしているが、受け取っていない
取り決めをしておらず、受け取っていない

 

 

 図 11-１ 就労状況別に見た、家計状況（小５・中２のいる世帯） 

92.3

87.5

83.9

80.5

5.4

8.4

11.9

12.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

必ず食べる 食べることが多い

食べないことが多い 食べない

わからない 無回答

 

 

45.7

34.5

30.5

27.4

3.7

2.8

3.2

3.8

20.5

23.4

20.9

20.7

28.8

38.3

43.6

46.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=219)

困窮度Ⅲ

(n=397)

困窮度Ⅱ

(n=220)

困窮度Ⅰ

(n=960)

取り決めをしており、受け取っている
特に取り決めをしていないが、受け取っている
取り決めをしているが、受け取っていない
取り決めをしておらず、受け取っていない

 

 

89.6

85

81.2

77.1

3.8

4.9

4.7

6.6

2.4

3.9

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,502)

困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)

困窮度Ⅰ

(n=2,524)

毎日、またはほとんど毎日 週に４～５回

週に２～３回 週に１回程度

食べない 無回答

図 21-２ 困窮度別に見た、養育費受領状況 

（５歳児のいる世帯）（ひとり親世帯） 
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図 22-１ 困窮度別に見た、朝食の頻度（小５・中２のいる世帯） 図 22-2 困窮度別に見た、朝食の頻度（５歳児のいる世帯） 
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イ ５歳児における保護者の関わり方の状況 

（ア）困窮度別 

困窮度が高くなるにつれ、関わっている割合が低くなっています。（図24） 

（イ）世帯構成別 

ふたり親世帯とひとり親世帯（母子世帯、父子世帯）を比較すると、ひとり親世帯の方が、関わっ

ている割合が低くなっている傾向が見られます。（図25） 
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困窮度Ⅱ(n=615) 困窮度Ⅰ(n=1,642)

図 24 困窮度別に見た、関わり方の状況（５歳児のいる世帯） 
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あいさつ、言葉遣い、食事のマナー

などを教える

（絵）本を読み聞かせる

無回答

ふたり親世帯(n=12,336) 父子世帯(n=138)

母子世帯(n=1,109) その他世帯(n=182)

図 25 世帯構成別に見た、関わり方の状況（５歳児のいる世帯） 
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ウ 心身の自覚症状 

（ア）困窮度別 

困窮度が高いほど、全体的に「気になる」と回答する保護者の割合が高くなる傾向があります。

中央値以上群と困窮度Ⅰ群との間で差が大きい項目を見ると、「ねむれない」や「不安な気持ちに

なる」の項目に大きな差が見られます。（図26-１、図26-２） 

こどもについては、保護者の場合ほど、中央値以上群と困窮度Ⅰ群との間で大きな差は見られ

ません。困窮度にかかわらず、「とくに気になるところはない」と回答した割合が高くなっていますが、

中央値以上群では35.5%、困窮度Ⅰ群では30.3%となっています。（図26-３） 

困窮度が高くなるにつれて、「不安な気持ちになる」、「まわりが気になる」、「やる気が起きない」

について、「いつもそうだ」と回答した割合が高くなっています。（図26-４、図26-５、図26-６） 

（イ）世帯構成別 

母子世帯において、全体的に、気になると回答する項目の割合が高い傾向が見られます。（図

27-１、図27-２） 
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46.7
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3.5

2.4
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ねむれない

よく頭がいたくなる

歯がいたい

不安な気持ちになる

ものを見づらい

聞こえにくい

よくおなかがいたくなる

よくかぜをひく

よくかゆくなる

まわりが気になる

やる気が起きない

イライラする

よく肩がこる

よく腰がいたくなる

とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

（％）
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13.8

23.9
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49.5
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18.3

30.1

4.3
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7.9
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24.9
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49.1
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ねむれない
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ものを見づらい

聞こえにくい
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よくかゆくなる

まわりが気になる

やる気が起きない

イライラする

よく肩がこる

よく腰がいたくなる

とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

図 26-１ 困窮度別に見た、自分の体や気持ちで気になること 

（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 

図 26-２ 困窮度別に見た、自分の体や気持ちで気になること 

（５歳児のいる世帯・保護者回答） 
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26.1
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3.9
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ねむれない

よく頭がいたくなる

歯がいたい

よくおなかがいたくなる

よくかぜをひく

よくかゆくなる

とくに気になるところはな

い

その他

わからない

無回答

中央値以上

(n=8,502)

困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)

困窮度Ⅰ

(n=2,524)

（％）

図 26-３ 困窮度別に見た、自分の体の状態で気になること 

（小５・中２のいる世帯・こども回答） 
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中央値以上
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困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)
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(n=2,524)
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ときどきそうだ

そんなことはない

無回答

中央値以上

(n=8,502)

困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)

困窮度Ⅰ

(n=2,524)
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0 10 20 30 40 50 60

いつもそうだ

ときどきそうだ

そんなことはない

無回答

中央値以上

(n=8,502)

困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)

困窮度Ⅰ

(n=2,524)

図 26-６ 困窮度別に見た、自分の気持ちで気になること 

やる気が起きない（小５・中２のいる世帯・こども回答） 

 

（％） 

図 26-４ 困窮度別に見た、自分の気持ちで気になること 

不安な気持ちになる（小５・中２のいる世帯・こども回答） 

 

（％） 

図 26-５ 困窮度別に見た、自分の気持ちで気になること 

まわりが気になる（小５・中２のいる世帯・こども回答） 

 

（％） 
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ウ 心身の自覚症状 

（ア）困窮度別 

困窮度が高いほど、全体的に「気になる」と回答する保護者の割合が高くなる傾向があります。

中央値以上群と困窮度Ⅰ群との間で差が大きい項目を見ると、「ねむれない」や「不安な気持ちに

なる」の項目に大きな差が見られます。（図26-１、図26-２） 

こどもについては、保護者の場合ほど、中央値以上群と困窮度Ⅰ群との間で大きな差は見られ

ません。困窮度にかかわらず、「とくに気になるところはない」と回答した割合が高くなっていますが、

中央値以上群では35.5%、困窮度Ⅰ群では30.3%となっています。（図26-３） 

困窮度が高くなるにつれて、「不安な気持ちになる」、「まわりが気になる」、「やる気が起きない」

について、「いつもそうだ」と回答した割合が高くなっています。（図26-４、図26-５、図26-６） 

（イ）世帯構成別 

母子世帯において、全体的に、気になると回答する項目の割合が高い傾向が見られます。（図

27-１、図27-２） 
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イライラする
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とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)
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(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

図 26-１ 困窮度別に見た、自分の体や気持ちで気になること 

（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 

図 26-２ 困窮度別に見た、自分の体や気持ちで気になること 

（５歳児のいる世帯・保護者回答） 
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い
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無回答

中央値以上

(n=8,502)

困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)

困窮度Ⅰ

(n=2,524)

（％）

図 26-３ 困窮度別に見た、自分の体の状態で気になること 

（小５・中２のいる世帯・こども回答） 
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(n=2,524)

図 26-６ 困窮度別に見た、自分の気持ちで気になること 

やる気が起きない（小５・中２のいる世帯・こども回答） 

 

（％） 

図 26-４ 困窮度別に見た、自分の気持ちで気になること 

不安な気持ちになる（小５・中２のいる世帯・こども回答） 

 

（％） 

図 26-５ 困窮度別に見た、自分の気持ちで気になること 

まわりが気になる（小５・中２のいる世帯・こども回答） 

 

（％） 
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エ 困窮度別に見た保護者の心の状態 

（ア）生活を楽しんでいる 

困窮度が高くなるにつれ、肯定的な回答の割合が低くなっています。（図28-１、図28-２） 

（イ）将来に「希望が持てる」 

困窮度が高くなるにつれ、「希望が持てる」と回答した割合が低くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「希望がもてる」と回答した割合が増えています。

（図29-１、図29-２） 

（ウ）ストレスを発散できるものが「ある」 

困窮度が高くなるにつれ、「ある」と回答した割合が低くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「ある」と回答した割合が増えています。（図30-１、

図30-２） 

（エ）幸せだと思う 

困窮度が高くなるにつれ、「とても幸せだと思う」と「幸せだと思う」をあわせた割合は低くなって

います。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「とても幸せだと思う」と回答した割合が増えてい

ます。（図31-１、図31-２） 
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母子世帯
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図 27-１ 世帯構成別に見た、自分の体や気持ちで気になる 

こと（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 
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3.6

26.8

5.1

1.4

6.5

5.1

8.7

13

17.4

33.3

35.5

32.6

15.2

1.4

5.8

3.6

22.5

34.5

4.3

38.4

8.3

5.9

12.9

9.4

12.6

16.8

29

47.2

54.6

39

7.6

4.3

3.6

3.8

14.3

16.5

3.3

20.9

4.9

5.5

6.6

3.8

11.5

14.3

19.2

38.5

44

31.9

14.8

3.3

6

6

0 10 20 30 40 50 60

ねむれない

よく頭がいたくなる

歯がいたい

不安な気持ちになる

ものを見づらい

聞こえにくい

よくおなかがいたくなる

よくかぜをひく

よくかゆくなる

まわりが気になる

やる気が起きない

イライラする

よく肩がこる

よく腰がいたくなる

とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

ふたり親世帯

(n=12,336)

父子世帯

(n=138)

母子世帯

(n=1,109)

その他世帯

(n=182)

図 27-２ 世帯構成別に見た、自分の体や気持ちで気になる 

こと（５歳児のいる世帯・保護者回答） 

（％） （％） 
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29.5

24.7

22.8

22.1

51

51.6

51.1

47

7.5

9.3

12.4

12.3

9.1

11.2

10.6

13.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

とても楽しんでいる 楽しんでいる
あまり楽しんでいない 楽しんでいない
わからない 無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28-２ 困窮度別に見た、心の状態（生活を楽しんでいる） 

（５歳児のいる世帯・保護者回答） 

 

 

48.3

34.7

33

27.8

40.4

49.4

50.4

49.3

7

8.1

12.3

5.7

7.6

7.6

9.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

希望が持てる
希望が持てるときもあれば、持てないときもある
希望が持てない
わからない
無回答

図 29-１ 困窮度別に見た、心の状態（将来への希望） 

（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 

 

 

47.8

39.6

39

34.9

40.4

44.6

42

42.4

4.9

7.9

9.6

12.6

4.4

6.9

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

ある
あるときもあれば、ないときもある
ない
わからない
無回答

図 29-２ 困窮度別に見た、心の状態（将来への希望） 

（５歳児のいる世帯・保護者回答） 

図 30-１ 困窮度別に見た、心の状態（ストレスを発散できる 

もの）（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 
 

 

49.3

42.2

37.4

34.9

40.5

43.9

46.8

44.9

4.8

8.1

8.9

12.1

4.7

5.9

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

ある
あるときもあれば、ないときもある
ない
わからない
無回答

図 30-２ 困窮度別に見た、心の状態（ストレスを発散できる 

もの）（５歳児のいる世帯・保護者回答） 

 

 

35.8

28

24.2

25.3

50.2

51.7

53.4

46.1

3.7

5.6

7.2

9.4

6.1

9.4

9.8

11.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

とても幸せだと思う 幸せだと思う

あまり幸せだと思わない 幸せだと思わない

わからない 無回答

 

 

45.7

37.1

35.1

32.8

44.6

49.5

47.6

45.6

2.1

3.7

6.3

6.6

7.3

8.3

11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

とても幸せだと思う 幸せだと思う

あまり幸せだと思わない 幸せだと思わない

わからない 無回答

図 31-２ 困窮度別に見た、心の状態（幸せだと思う） 

（５歳児のいる世帯・保護者回答） 

図 31-１ 困窮度別に見た、心の状態（幸せだと思う） 

（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 

 

 

42.2

29.4

24.9

24.3

45.6

52.5

53.7

49.7

4.4

8.3

10.2

13.8

7

9

10.5

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

希望が持てる
希望が持てるときもあれば、持てないときもある
希望が持てない
わからない
無回答

 

 

24.2

20.1

18.8

19.3

53.1

50.6

47.8

43

10.5

13.1

13.3

15.2

3.3

4.7

5.3

9.5

12.2

14.4

16.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

とても楽しんでいる 楽しんでいる
あまり楽しんでいない 楽しんでいない
わからない 無回答

図 28-１ 困窮度別に見た、心の状態（生活を楽しんでいる） 

（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 

図 29-１ 困窮度別に見た、心の状態（将来への希望） 

（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 
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エ 困窮度別に見た保護者の心の状態 

（ア）生活を楽しんでいる 

困窮度が高くなるにつれ、肯定的な回答の割合が低くなっています。（図28-１、図28-２） 

（イ）将来に「希望が持てる」 

困窮度が高くなるにつれ、「希望が持てる」と回答した割合が低くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「希望がもてる」と回答した割合が増えています。

（図29-１、図29-２） 

（ウ）ストレスを発散できるものが「ある」 

困窮度が高くなるにつれ、「ある」と回答した割合が低くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「ある」と回答した割合が増えています。（図30-１、

図30-２） 

（エ）幸せだと思う 

困窮度が高くなるにつれ、「とても幸せだと思う」と「幸せだと思う」をあわせた割合は低くなって

います。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「とても幸せだと思う」と回答した割合が増えてい

ます。（図31-１、図31-２） 

 

 

 

 

11.1

23.2

3.1

23.5

12.9

5

7.5

2.1

9.7

11.5

20

30.8

45.5

28.6

11.5

4.2

3.4

6.4

16

19.1

4.7

21.4

14.4

5.1

9

1.6

6.8

9.4

17.2

22.6

36.3

28.5

12.5

2.9

7

7.2

19.2

28.6

3.5

36.7

14.5

6.6

10

3

13.2

15.1

24.6

34

50.8

35.5

8.6

4.4

3.5

5.5

15.4

25.5

3

27.7

13.6

5.1

8.4

2.5

10.6

10.5

18.4

30.3

44.7

33.1

9.7

4.9

3.2

7.9

0 10 20 30 40 50 60

ねむれない

よく頭がいたくなる

歯がいたい

不安な気持ちになる

ものを見づらい

聞こえにくい

よくおなかがいたくなる

よくかぜをひく

よくかゆくなる

まわりが気になる

やる気が起きない

イライラする

よく肩がこる

よく腰がいたくなる

とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

ふたり親世帯

(n=19,308)

父子世帯

(n=513)

母子世帯

(n=2,720)

その他世帯

(n=631)

図 27-１ 世帯構成別に見た、自分の体や気持ちで気になる 

こと（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 
 

 

11.1

24.1

3.3

21.9

6.1

3.7

7.5

6.4

9.6

13.7

19.9

39.6

48.8

30.8

11.2

3.5

3

4.6

13

18.8

3.6

26.8

5.1

1.4

6.5

5.1

8.7

13

17.4

33.3

35.5

32.6

15.2

1.4

5.8

3.6

22.5

34.5

4.3

38.4

8.3

5.9

12.9

9.4

12.6

16.8

29

47.2

54.6

39

7.6

4.3

3.6

3.8

14.3

16.5

3.3

20.9

4.9

5.5

6.6

3.8

11.5

14.3

19.2

38.5

44

31.9

14.8

3.3

6

6

0 10 20 30 40 50 60

ねむれない

よく頭がいたくなる

歯がいたい

不安な気持ちになる

ものを見づらい

聞こえにくい

よくおなかがいたくなる

よくかぜをひく

よくかゆくなる

まわりが気になる

やる気が起きない

イライラする

よく肩がこる

よく腰がいたくなる

とくに気になるところはない

その他

わからない

無回答

ふたり親世帯

(n=12,336)

父子世帯

(n=138)

母子世帯

(n=1,109)

その他世帯

(n=182)

図 27-２ 世帯構成別に見た、自分の体や気持ちで気になる 

こと（５歳児のいる世帯・保護者回答） 

（％） （％） 
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29.5

24.7

22.8

22.1

51

51.6

51.1

47

7.5

9.3

12.4

12.3

9.1

11.2

10.6

13.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

とても楽しんでいる 楽しんでいる
あまり楽しんでいない 楽しんでいない
わからない 無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28-２ 困窮度別に見た、心の状態（生活を楽しんでいる） 

（５歳児のいる世帯・保護者回答） 

 

 

48.3

34.7

33

27.8

40.4

49.4

50.4

49.3

7

8.1

12.3

5.7

7.6

7.6

9.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

希望が持てる
希望が持てるときもあれば、持てないときもある
希望が持てない
わからない
無回答

図 29-１ 困窮度別に見た、心の状態（将来への希望） 

（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 

 

 

47.8

39.6

39

34.9

40.4

44.6

42

42.4

4.9

7.9

9.6

12.6

4.4

6.9

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

ある
あるときもあれば、ないときもある
ない
わからない
無回答

図 29-２ 困窮度別に見た、心の状態（将来への希望） 

（５歳児のいる世帯・保護者回答） 

図 30-１ 困窮度別に見た、心の状態（ストレスを発散できる 

もの）（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 
 

 

49.3

42.2

37.4

34.9

40.5

43.9

46.8

44.9

4.8

8.1

8.9

12.1

4.7

5.9

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

ある
あるときもあれば、ないときもある
ない
わからない
無回答

図 30-２ 困窮度別に見た、心の状態（ストレスを発散できる 

もの）（５歳児のいる世帯・保護者回答） 

 

 

35.8

28

24.2

25.3

50.2

51.7

53.4

46.1

3.7

5.6

7.2

9.4

6.1

9.4

9.8

11.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

とても幸せだと思う 幸せだと思う

あまり幸せだと思わない 幸せだと思わない

わからない 無回答

 

 

45.7

37.1

35.1

32.8

44.6

49.5

47.6

45.6

2.1

3.7

6.3

6.6

7.3

8.3

11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

とても幸せだと思う 幸せだと思う

あまり幸せだと思わない 幸せだと思わない

わからない 無回答

図 31-２ 困窮度別に見た、心の状態（幸せだと思う） 

（５歳児のいる世帯・保護者回答） 

図 31-１ 困窮度別に見た、心の状態（幸せだと思う） 

（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 

 

 

42.2

29.4

24.9

24.3

45.6

52.5

53.7

49.7

4.4

8.3

10.2

13.8

7

9

10.5

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

希望が持てる
希望が持てるときもあれば、持てないときもある
希望が持てない
わからない
無回答

 

 

24.2

20.1

18.8

19.3

53.1

50.6

47.8

43

10.5

13.1

13.3

15.2

3.3

4.7

5.3

9.5

12.2

14.4

16.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

とても楽しんでいる 楽しんでいる
あまり楽しんでいない 楽しんでいない
わからない 無回答

図 28-１ 困窮度別に見た、心の状態（生活を楽しんでいる） 

（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 

図 29-１ 困窮度別に見た、心の状態（将来への希望） 

（小５・中２のいる世帯・保護者回答） 
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オ 困窮度別に見た学習の状況 

（ア）授業以外の勉強時間 

困窮度が高くなるにつれ、「まったくしない」と回答した割合が高くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「まったくしない」と回答した割合が増加（参考

（困窮度Ⅰ群）14.9%→18.1%）しています。（図32） 

（イ）授業以外の読書時間 

困窮度が高くなるにつれ、「まったくしない」と回答した割合が高くなる傾向にあります。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「まったくしない」と回答した割合が増加（参考

（困窮度Ⅰ群）37.6%→48.1%）しています。（図33） 

（ウ）学習理解度 

困窮度が高くなるにつれ、「よくわかる」と回答した割合が低くなっていますが、前回調査と比較

すると、困窮度にかかわらず、「よくわかる」と回答した割合が増加（参考（困窮度Ⅰ群）16.4%→

18.6%）しています。（図34） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 希望する進学先 

（ア）困窮度別に見た、親がこどもに希望する進学先 

困窮度が高くなるにつれ、「短期大学」・「大学」まで希望する割合が低くなっています。（図35） 

（イ）困窮度別に見た、こどもが希望する進学先 

困窮度が高くなるにつれ、「短期大学」・「大学」まで希望する割合が低くなっています。 

保護者とこどもを比較したときに、保護者の方が、「大学」まで希望する割合が高く、こどもにお

いては「専門学校」や「考えたことがない」と回答した割合が高くなっています。（図36） 
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図 32 困窮度別に見た、授業以外の勉強時間 

（小５・中２のいる世帯） 

図 33 困窮度別に見た、授業以外の読書時間 

（小５・中２のいる世帯） 
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図 34 困窮度別に見た、学習理解度（小５・中２のいる世帯） 
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キ 困窮度別に見た保護者のこどもに対する将来への期待 

困窮度が高くなるにつれ、「あまり期待していない」と「期待していない」と回答した割合が高くなって

います。（図37） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ソーシャルキャピタルの欠如の状況 

ア 困窮度別に見たこどもが放課後に一緒に過ごす相手 

 前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「クラブ活動・部活動の仲間」が減少し、「ひとりでい

る」割合が増加しています。（図38-１、図38-２） 
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図 35 困窮度別に見た、親がこどもに希望する進学先（小５・中２のいる世帯） 
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図 36 困窮度別に見た、こどもが希望する進学先（小５・中２のいる世帯） 
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期待していない 無回答

図37 困窮度別に見た、保護者とこどもの関わり（こどもに対する将来

への期待）（小５・中２のいる世帯） 
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オ 困窮度別に見た学習の状況 

（ア）授業以外の勉強時間 

困窮度が高くなるにつれ、「まったくしない」と回答した割合が高くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「まったくしない」と回答した割合が増加（参考

（困窮度Ⅰ群）14.9%→18.1%）しています。（図32） 

（イ）授業以外の読書時間 

困窮度が高くなるにつれ、「まったくしない」と回答した割合が高くなる傾向にあります。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「まったくしない」と回答した割合が増加（参考

（困窮度Ⅰ群）37.6%→48.1%）しています。（図33） 

（ウ）学習理解度 

困窮度が高くなるにつれ、「よくわかる」と回答した割合が低くなっていますが、前回調査と比較

すると、困窮度にかかわらず、「よくわかる」と回答した割合が増加（参考（困窮度Ⅰ群）16.4%→

18.6%）しています。（図34） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 希望する進学先 

（ア）困窮度別に見た、親がこどもに希望する進学先 

困窮度が高くなるにつれ、「短期大学」・「大学」まで希望する割合が低くなっています。（図35） 

（イ）困窮度別に見た、こどもが希望する進学先 

困窮度が高くなるにつれ、「短期大学」・「大学」まで希望する割合が低くなっています。 

保護者とこどもを比較したときに、保護者の方が、「大学」まで希望する割合が高く、こどもにお

いては「専門学校」や「考えたことがない」と回答した割合が高くなっています。（図36） 
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２時間以上、３時間未満 ３時間以上
わからない 無回答

図 32 困窮度別に見た、授業以外の勉強時間 

（小５・中２のいる世帯） 

図 33 困窮度別に見た、授業以外の読書時間 

（小５・中２のいる世帯） 
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図 34 困窮度別に見た、学習理解度（小５・中２のいる世帯） 
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キ 困窮度別に見た保護者のこどもに対する将来への期待 

困窮度が高くなるにつれ、「あまり期待していない」と「期待していない」と回答した割合が高くなって

います。（図37） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ソーシャルキャピタルの欠如の状況 

ア 困窮度別に見たこどもが放課後に一緒に過ごす相手 

 前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「クラブ活動・部活動の仲間」が減少し、「ひとりでい

る」割合が増加しています。（図38-１、図38-２） 
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図 35 困窮度別に見た、親がこどもに希望する進学先（小５・中２のいる世帯） 
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図 36 困窮度別に見た、こどもが希望する進学先（小５・中２のいる世帯） 
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図37 困窮度別に見た、保護者とこどもの関わり（こどもに対する将来

への期待）（小５・中２のいる世帯） 

35

第１章 計画の策定にあたって

第
１
章

２

こ
ど
も
、
子
育
て
家
庭
の
状
況

大阪市こどもの貧困対策推進計画（第２期）



- 36 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 困窮度別に見たこどもが放課後に過ごす場所 

小５のいる世帯では、「塾」や「習いごと」で過ごすと回答した割合が、中２のいる世帯では、「塾」、

「習いごと」や、「学校」で過ごすと回答した割合において、中央値以上群と困窮度Ⅰ群との差が大き

くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「自分の家」や「塾」、「習いごと」の割合が増加し、

「ともだちの家」や「学校」の割合が減少傾向にあります。（図39-１、図39-２） 
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図 38-1 困窮度別に見た、放課後一緒に過ごす人 

（小５のいる世帯） 

図 38-２ 困窮度別に見た、放課後一緒に過ごす人 

（中２のいる世帯） 
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図 39-1 困窮度別に見た、放課後に過ごす場所 

（小５のいる世帯） 
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図 39-２ 困窮度別に見た、放課後に過ごす場所 

（中２のいる世帯） 
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ウ 学習塾や習い事の利用状況 

小５のいる世帯と中２のいる世帯を比較すると、大きな違いが見られますが、いずれも困窮度が高く

なるにつれて、利用している割合が低くなる傾向にあります。（図40-１、図40-２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 習い事・塾代助成事業の利用状況 

（ア）困窮度別に見た利用状況 

小５のいる世帯（令和５年度より事業対象）では、困窮度Ⅰ群からⅢ群において、「持っていて

利用している」世帯の割合が３割を超えています。中２のいる世帯では、困窮度Ⅰ群・Ⅱ群におい

て、「持っていて利用している」世帯の割合が前回調査と比較して増加し、「持っていない」世帯の

割合が減少しています。一方で、「持っているが、利用していない」と回答した割合が一定数見受

けられます。（図41-１、図41-２） 

（イ）習い事・塾代助成カードを持っているが利用しない理由 

   小５のいる世帯では、「今通っている学習塾等では塾代助成カードを利用できない」、中２のい

る世帯では、「こどもが行きたがらない」と回答した割合が最も高くなっています。（図42） 
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（％） （％） 

図 41-1 困窮度別に見た、習い事・塾代助成事業の利用状況 

（小５のいる世帯） 

図 40-１ 困窮度別に見た、学習塾等に通う割合 

（小５のいる世帯） 

図 41-２ 困窮度別に見た、習い事・塾代助成事業の利用状況 

（中２のいる世帯） 

図 40-２ 困窮度別に見た、学習塾等に通う割合 

（中２のいる世帯） 
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イ 困窮度別に見たこどもが放課後に過ごす場所 

小５のいる世帯では、「塾」や「習いごと」で過ごすと回答した割合が、中２のいる世帯では、「塾」、

「習いごと」や、「学校」で過ごすと回答した割合において、中央値以上群と困窮度Ⅰ群との差が大き

くなっています。 

前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「自分の家」や「塾」、「習いごと」の割合が増加し、

「ともだちの家」や「学校」の割合が減少傾向にあります。（図39-１、図39-２） 
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図 38-1 困窮度別に見た、放課後一緒に過ごす人 

（小５のいる世帯） 

図 38-２ 困窮度別に見た、放課後一緒に過ごす人 

（中２のいる世帯） 
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図 39-1 困窮度別に見た、放課後に過ごす場所 

（小５のいる世帯） 
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図 39-２ 困窮度別に見た、放課後に過ごす場所 

（中２のいる世帯） 
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無回答

ウ 学習塾や習い事の利用状況 

小５のいる世帯と中２のいる世帯を比較すると、大きな違いが見られますが、いずれも困窮度が高く

なるにつれて、利用している割合が低くなる傾向にあります。（図40-１、図40-２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 習い事・塾代助成事業の利用状況 

（ア）困窮度別に見た利用状況 

小５のいる世帯（令和５年度より事業対象）では、困窮度Ⅰ群からⅢ群において、「持っていて

利用している」世帯の割合が３割を超えています。中２のいる世帯では、困窮度Ⅰ群・Ⅱ群におい

て、「持っていて利用している」世帯の割合が前回調査と比較して増加し、「持っていない」世帯の

割合が減少しています。一方で、「持っているが、利用していない」と回答した割合が一定数見受

けられます。（図41-１、図41-２） 

（イ）習い事・塾代助成カードを持っているが利用しない理由 

   小５のいる世帯では、「今通っている学習塾等では塾代助成カードを利用できない」、中２のい

る世帯では、「こどもが行きたがらない」と回答した割合が最も高くなっています。（図42） 
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（％） （％） 

図 41-1 困窮度別に見た、習い事・塾代助成事業の利用状況 

（小５のいる世帯） 

図 40-１ 困窮度別に見た、学習塾等に通う割合 

（小５のいる世帯） 

図 41-２ 困窮度別に見た、習い事・塾代助成事業の利用状況 

（中２のいる世帯） 

図 40-２ 困窮度別に見た、学習塾等に通う割合 

（中２のいる世帯） 
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オ こども食堂などの利用状況 

（ア）利用状況 

小５のいる世帯では12.3％、中２のいる世帯では7.8％が、「利用したことがある」と回答していま

す。（図43） 

（イ）困窮度別に見た利用状況 

      困窮度Ⅰ群の世帯がわずかに高いものの、全体的に一定の割合が、「利用したことがある」と回

答しています。（図44） 

（ウ）こども食堂などを利用したことがない理由 

      「どこにあるか知らないから」、「行きたいと思わないから」の割合が高くなっています。（図45） 
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無回答
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図 43 こども食堂などの利用状況（小５・中２のいる世帯） 
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無回答

図 42 習い事・塾代助成カードを持っているが利用しない理由（小５・中２のいる世帯） 

28.3 

図 45 こども食堂などを利用したことがない理由 

（小５・中２のいる世帯） 

図 44 困窮度別に見た、こども食堂などの利用状況 

（小５・中２のいる世帯） 
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カ 保護者が身近にあるといいと思うもの 

「無料で学習支援を受けられる場所」のニーズが最も高い割合となっていますが、そのニーズは困

窮度Ⅰ群からⅢ群と中央値以上群で大きな差があります。（図46-１、図46-２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ こどもの毎日の生活 

    小５では、困窮度が高くなるにつれ、「いやなことや悩んでいることはない」の割合が低くなる傾向が

見られます。中２では、困窮度が高くなるにつれ、「学校や勉強のこと」の割合が高くなる傾向が見ら

れます。（図47-１、図47-２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 46-１ 保護者が身近にあるといいと思うもの 

（小５・中２のいる世帯） 

図 46-２ 困窮度別に見た、保護者が身近にあるといいと思う 

もの（小５・中２のいる世帯） 
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おこさんが無料で学習支援を受

けられる場所

おこさんや保護者が夕食を無料

か安価でとれる場所の利用

無回答

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

 

 

4.1

12.4

1.2

13.2

12.2

6.2

7.3

4.2

44.5

16

5.1

4.2

12.9

1.1

14

13.5

5.9

4.9

3.3

43.3

17.3

4.8

4.3

13.9

2

15.5

11.9

7.6

5.8

4.9

40.7

17.1

3.4

5.8

13.1

1.2

15.3

14.2

7.4

5

3.3

37.1

18.9

4.7

0 10 20 30 40 50

おうちのこと

学校や勉強のこと

クラブ活動や部活

動のこと

自分のこと

ともだちのこと

好きな人のこと

進学・進路のこと

その他のこと

いやなことや悩ん

でいることはない

わからない

無回答

中央値以上

(n=4,705)

困窮度Ⅲ

(n=2,708)

困窮度Ⅱ

(n=445)

困窮度Ⅰ

(n=1,230)

図 47-１ 困窮度別に見た、悩んでいること 

（小５のいる世帯・こども回答） 

 

    

6.8

26.6

16.6

20.3

13.2

7.9

23.2

5.3

32.1

14.9

2.9

7.8

28

15.8

20.1

13.6

8

20.8

4.1

31.1

15.9

2.9

6.3

29.6

12.5

20.8

10

10.6

23.4

5.8

34.7

14.4

2.3

9

32.1

15.8

23.8

14.5

8.8

24.6

5.6

28.9

14.5

3.2

0 10 20 30 40

おうちのこと

学校や勉強のこと

クラブ活動や部活

動のこと

自分のこと

ともだちのこと

好きな人のこと

進学・進路のこと

その他のこと

いやなことや悩ん

でいることはない

わからない

無回答

中央値以上

(n=3,797)

困窮度Ⅲ

(n=2,373)

困窮度Ⅱ

(n=432)

困窮度Ⅰ

(n=1,294)

図 47-２ 困窮度別に見た、悩んでいること 

（中２のいる世帯・こども回答） 

（％） （％） 

（％） （％） 
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9

11.6

10.8

13.2

16.9

17.1

17.6

17.2

23.4

22.4

23.9

21

49.4

47.6

46.8

46.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,502)

困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)

困窮度Ⅰ

(n=2,524)

利用したことがある
利用したことはない（あれば利用したいと思う）
利用したことはない（今後も利用したいと思わない）
利用したことはない（今後利用したいか分からない）
無回答

 

 

 

 

 

 

 

オ こども食堂などの利用状況 

（ア）利用状況 

小５のいる世帯では12.3％、中２のいる世帯では7.8％が、「利用したことがある」と回答していま

す。（図43） 

（イ）困窮度別に見た利用状況 

      困窮度Ⅰ群の世帯がわずかに高いものの、全体的に一定の割合が、「利用したことがある」と回

答しています。（図44） 

（ウ）こども食堂などを利用したことがない理由 

      「どこにあるか知らないから」、「行きたいと思わないから」の割合が高くなっています。（図45） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.9

5.6

19.7

7.5

0.7

4.4

1

27.2

10

1.3

5.7

31.4

28.6

4.5

20.5

8.1

0.2

2.9

1.6

34.5

9.2

1.4

3.9

31.1

0 10 20 30 40

どこにあるか知らないから

家の近くにないから

家で過ごしたいと思うから

楽しくなさそうだから

「行ってはいけない」と

親などの大人に言われるから

行きたい日・時間に開いていないか

ら

Ｗｉ－Ｆｉがないから

行きたいと思わないから

何をしているかわからないから

利用しているのを近所の人や

ともだちに知られたくないから

その他

無回答

小学生

(n=11,266)

中学生

(n=10,434)

図 43 こども食堂などの利用状況（小５・中２のいる世帯） 

 

 

32.9

11.9

10.1

19.9

24

39.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

(n=1,759)

中学生

(n=1,291)

利用できる学習塾等を探している 今通っている学習塾等では塾代助成カードを利用できない
助成額の１万円では行かせたい学習塾等に行けない こどもが行きたがらない
その他 特に理由はない
無回答

図 42 習い事・塾代助成カードを持っているが利用しない理由（小５・中２のいる世帯） 

28.3 

図 45 こども食堂などを利用したことがない理由 

（小５・中２のいる世帯） 

図 44 困窮度別に見た、こども食堂などの利用状況 

（小５・中２のいる世帯） 

19.9 

12.3

7.8

18.9

13.6

20.6

25.1

46.3

52.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

(n=13,124)

中学生

(n=11,488)

利用したことがある

利用したことはない（あれば利用したいと思う）

利用したことはない（今後も利用したいと思わない）

利用したことはない（今後利用したいか分からない）

無回答

（％） 
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カ 保護者が身近にあるといいと思うもの 

「無料で学習支援を受けられる場所」のニーズが最も高い割合となっていますが、そのニーズは困

窮度Ⅰ群からⅢ群と中央値以上群で大きな差があります。（図46-１、図46-２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ こどもの毎日の生活 

    小５では、困窮度が高くなるにつれ、「いやなことや悩んでいることはない」の割合が低くなる傾向が

見られます。中２では、困窮度が高くなるにつれ、「学校や勉強のこと」の割合が高くなる傾向が見ら

れます。（図47-１、図47-２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 46-１ 保護者が身近にあるといいと思うもの 

（小５・中２のいる世帯） 

図 46-２ 困窮度別に見た、保護者が身近にあるといいと思う 

もの（小５・中２のいる世帯） 
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6.4

24.4

27.9

31.8

32

41.7

15.1

13.2

19.3

6.2

20

30.3

30.6

25.6

41

13.2

14.9

0 10 20 30 40 50

保護者どうしで気軽に話せる場

ＳＮＳ等インターネットを通じ悩み

事を話せるコミュニティ

家事の援助が受けられること

支援制度など必要な情報を届け

てくれること

困った時にご飯を無料か安価で

自宅に届けてくれるサービス

おこさんが放課後や休日に勉強

等ができる場所の利用

おこさんが無料で学習支援を受

けられる場所

おこさんや保護者が夕食を無料

か安価でとれる場所の利用

無回答

小学生

(n=13,141)

中学生

(n=11,435)

23.4

6.7

24.1

23.7

26

29.8

34.1

10.2

14.1

20.4

6.6

22.4

33.1

35.9

31.4

49.2

16.5

10.4

16.7

5.6

23.1

39.9

44.6

28.4

52.7

22.4

9.1

14.7

5.5

23.1

40.6

42.1

27.2

51.8

23.9

10

0 10 20 30 40 50 60

保護者どうしで気軽に話せる場

SNS等インターネットを通じ悩み

事を話せるコミュニティ

家事の援助が受けられること

支援制度など必要な情報を届け

てくれること

困った時にご飯を無料か安価で

自宅に届けてくれるサービス

おこさんが放課後や休日に勉強

等ができる場所の利用

おこさんが無料で学習支援を受

けられる場所

おこさんや保護者が夕食を無料

か安価でとれる場所の利用

無回答

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

 

 

4.1

12.4

1.2

13.2

12.2

6.2

7.3

4.2

44.5

16

5.1

4.2

12.9

1.1

14

13.5

5.9

4.9

3.3

43.3

17.3

4.8

4.3

13.9

2

15.5

11.9

7.6

5.8

4.9

40.7

17.1

3.4

5.8

13.1

1.2

15.3

14.2

7.4

5

3.3

37.1

18.9

4.7

0 10 20 30 40 50

おうちのこと

学校や勉強のこと

クラブ活動や部活

動のこと

自分のこと

ともだちのこと

好きな人のこと

進学・進路のこと

その他のこと

いやなことや悩ん

でいることはない

わからない

無回答

中央値以上

(n=4,705)

困窮度Ⅲ

(n=2,708)

困窮度Ⅱ

(n=445)

困窮度Ⅰ

(n=1,230)

図 47-１ 困窮度別に見た、悩んでいること 

（小５のいる世帯・こども回答） 

 

    

6.8

26.6

16.6

20.3

13.2

7.9

23.2

5.3

32.1

14.9

2.9

7.8

28

15.8

20.1

13.6

8

20.8

4.1

31.1

15.9

2.9

6.3

29.6

12.5

20.8

10

10.6

23.4

5.8

34.7

14.4

2.3

9

32.1

15.8

23.8

14.5

8.8

24.6

5.6

28.9

14.5

3.2

0 10 20 30 40

おうちのこと

学校や勉強のこと

クラブ活動や部活

動のこと

自分のこと

ともだちのこと

好きな人のこと

進学・進路のこと

その他のこと

いやなことや悩ん

でいることはない

わからない

無回答

中央値以上

(n=3,797)

困窮度Ⅲ

(n=2,373)

困窮度Ⅱ

(n=432)

困窮度Ⅰ

(n=1,294)

図 47-２ 困窮度別に見た、悩んでいること 

（中２のいる世帯・こども回答） 

（％） （％） 

（％） （％） 
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ク 保護者が困ったときの相談先 

（ア）困窮度別 

      「配偶者・パートナー」や「自分の親」に相談する割合が高くなっていますが、困窮度が高くなる

につれ、低くなっています。一方で困窮度が高いほど、「相談できる相手がいない」や「公的機関

や役所の相談員」の割合が高くなっています。（図48-１、図48-２） 

（イ）世帯構成別 

      ふたり親世帯と比べ、ひとり親世帯は相談できる相手が少ない傾向が見られます。（図49-１、図

49-２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

84.5

68

22.7

37.7

61

23.7

8.6

3

1.7

0.3

0.8

4.3

1.4

1.3

1.5

0.7

74.7

65.9

20.5

39

58.8

20.5

8.2

3.2

1.1

0.2

1

4

2.1

1.6

2.9

0.8

55.7

60.7

14.8

38.3

57.3

21.9

9.2

5.2

1.7

0.7

1.1

3.8

2.8

1.9

4.3

0.8

41.6

59.4

10.5

37.1

56.4

17.6

7.5

5.3

0.9

0.5

1.2

4.2

1.9

2.7

5

1.2

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

知人や友人

職場関係者

学校の先生やスクールカウンセ

ラー、ソーシャルワーカー

公的機関や役所の相談員

学童保育の指導員

地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体・カウンセラー

医療機関の医師や看護師

インターネットサイトの書込み、Ｓ

ＮＳやＬＩＮＥでの相談

その他

相談できる相手がいない

無回答

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

 

88

75.9

29.5

39.4

60.8

21.5

29

0.9

4.3

5.9

0.3

1.2

5.8

3.5

0.8

1

1.7

80.9

73.4

27.4

40.4

57.1

17.1

24.9

1.1

4.7

2.9

0.4

1

5.3

3.5

0.8

1.6

2.4

72

72

22.6

40

55.8

18.7

22.6

1

5

2.6

0.5

1.5

4.4

2.8

1.1

1.8

0.8

53.7

66.4

16.8

39.2

56.3

17.2

22

1.2

5.2

2.2

0.5

1

4.6

3.8

2.1

2.7

1.8

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

知人や友人

職場関係者

保育所、幼稚園などの通園施

設先生

子育て講座を担当する職員等

公的機関や役所の相談員

習い事の先生

地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体・カウンセラー

医療機関の医師や看護師

インターネットサイトの書込み、

ＳＮＳやＬＩＮＥでの相談

その他

相談できる相手がいない

無回答

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

図 48-１ 困窮度別に見た、保護者が困ったときの相談先 

（小５・中２のいる世帯） 

図 48-２ 困窮度別に見た、保護者が困ったときの相談先 

（５歳児のいる世帯） 

（％） （％） 
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ケ 困窮度別に見たこどもが困ったときの相談先 

困窮度が高くなるにつれ、「親」に相談する割合が低くなっています。困窮度にかかわらず、「だれ

にも相談できない」や「だれにも相談したくない」の回答が一定数見られますが、前回調査と比較する

といずれも減少しています。（図50） 
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1.5
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56.9
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34.1

47.8

18.9
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2.5
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61.7

2.9

35.2

58.5
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7.1
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1.9

3

6

1.7

56.1

56.9

14.9

37.4

53.2

18.5

9.7

5.5

1.3

1.1

1.7

3.3

1.1

4

5.1

2.2

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

知人や友人

職場関係者

学校の先生やスクールカウン

セラー、ソーシャルワーカー

公的機関や役所の相談員

学童保育の指導員

地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体・カウンセ

ラー

医療機関の医師や看護師

インターネットサイトの書込

み、ＳＮＳやＬＩＮＥでの相談

その他

相談できる相手がいない

無回答

ふたり親世帯

(n=19,308)

父子世帯

(n=513)

母子世帯

(n=2,720)

その他世帯

(n=631)

図 49-１ 世帯構成別に見た、保護者が困ったときの相談先 

（小５・中２のいる世帯） 
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2.9

7.2

2.2

2.2

1.4

2.9

1.4
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2.9

2.2
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67.9

2.1

38.1

56.7

19.5

21.3

1.1
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3.1

0.7

1.5
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4.9

2.2

5.5

2.6

67.6

66.5

21.4

35.2

57.1

18.1

21.4

0

3.3

1.1

0

1.1

2.7

1.1
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2.2

3.3

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

知人や友人

職場関係者

保育所、幼稚園などの通園施

設先生

子育て講座を担当する職員等

公的機関や役所の相談員

習い事の先生

地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体・カウンセ

ラー

医療機関の医師や看護師

インターネットサイトの書込

み、ＳＮＳやＬＩＮＥでの相談

その他

相談できる相手がいない

無回答

ふたり親世帯

(n=12,336)

父子世帯

(n=138)

母子世帯

(n=1,109)

その他世帯

(n=182)

図 49-２ 世帯構成別に見た、保護者が困ったときの相談先 

（５歳児のいる世帯） 

（％） （％） 
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ク 保護者が困ったときの相談先 

（ア）困窮度別 

      「配偶者・パートナー」や「自分の親」に相談する割合が高くなっていますが、困窮度が高くなる

につれ、低くなっています。一方で困窮度が高いほど、「相談できる相手がいない」や「公的機関

や役所の相談員」の割合が高くなっています。（図48-１、図48-２） 

（イ）世帯構成別 

      ふたり親世帯と比べ、ひとり親世帯は相談できる相手が少ない傾向が見られます。（図49-１、図

49-２） 
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37.7
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0.3
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4.3

1.4

1.3

1.5

0.7
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65.9

20.5

39

58.8

20.5

8.2

3.2

1.1

0.2

1

4

2.1

1.6

2.9

0.8

55.7

60.7

14.8

38.3

57.3

21.9

9.2

5.2

1.7

0.7

1.1

3.8

2.8

1.9

4.3

0.8

41.6

59.4

10.5

37.1

56.4

17.6

7.5

5.3

0.9

0.5

1.2

4.2

1.9

2.7

5

1.2

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

知人や友人

職場関係者

学校の先生やスクールカウンセ

ラー、ソーシャルワーカー

公的機関や役所の相談員

学童保育の指導員

地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体・カウンセラー

医療機関の医師や看護師

インターネットサイトの書込み、Ｓ

ＮＳやＬＩＮＥでの相談

その他

相談できる相手がいない

無回答

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)
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0.8

1

1.7
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4.7

2.9

0.4
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5.3

3.5

0.8

1.6

2.4

72
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22.6

40

55.8

18.7

22.6

1

5

2.6

0.5

1.5

4.4

2.8

1.1

1.8

0.8

53.7

66.4

16.8

39.2

56.3

17.2

22

1.2

5.2

2.2

0.5

1

4.6

3.8

2.1

2.7

1.8

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

知人や友人

職場関係者

保育所、幼稚園などの通園施

設先生

子育て講座を担当する職員等

公的機関や役所の相談員

習い事の先生

地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体・カウンセラー

医療機関の医師や看護師

インターネットサイトの書込み、

ＳＮＳやＬＩＮＥでの相談

その他

相談できる相手がいない

無回答

中央値以上

(n=5,468)

困窮度Ⅲ

(n=3,160)

困窮度Ⅱ

(n=615)

困窮度Ⅰ

(n=1,642)

図 48-１ 困窮度別に見た、保護者が困ったときの相談先 

（小５・中２のいる世帯） 

図 48-２ 困窮度別に見た、保護者が困ったときの相談先 

（５歳児のいる世帯） 

（％） （％） 
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ケ 困窮度別に見たこどもが困ったときの相談先 

困窮度が高くなるにつれ、「親」に相談する割合が低くなっています。困窮度にかかわらず、「だれ

にも相談できない」や「だれにも相談したくない」の回答が一定数見られますが、前回調査と比較する

といずれも減少しています。（図50） 
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1.9

3

6

1.7

56.1

56.9

14.9

37.4
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18.5
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5.5
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1.1

1.7
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1.1

4

5.1

2.2

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

知人や友人

職場関係者

学校の先生やスクールカウン

セラー、ソーシャルワーカー

公的機関や役所の相談員

学童保育の指導員

地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体・カウンセ

ラー

医療機関の医師や看護師

インターネットサイトの書込

み、ＳＮＳやＬＩＮＥでの相談

その他

相談できる相手がいない

無回答

ふたり親世帯

(n=19,308)

父子世帯

(n=513)

母子世帯

(n=2,720)

その他世帯

(n=631)

図 49-１ 世帯構成別に見た、保護者が困ったときの相談先 

（小５・中２のいる世帯） 
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配偶者・パートナー

自分の親

配偶者・パートナーの親

きょうだい・その他の親戚

知人や友人

職場関係者
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地域の民生委員・児童委員

民間の支援団体・カウンセ

ラー

医療機関の医師や看護師
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み、ＳＮＳやＬＩＮＥでの相談

その他

相談できる相手がいない

無回答

ふたり親世帯

(n=12,336)

父子世帯

(n=138)

母子世帯

(n=1,109)

その他世帯

(n=182)

図 49-２ 世帯構成別に見た、保護者が困ったときの相談先 

（５歳児のいる世帯） 
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コ 困窮度別に見たこどもが世話をしている家族の有無 

困窮度が高くなるにつれ、世話をしている家族が「いる」と回答した割合が高くなっています。（図

51） 
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親

きょうだい

親戚

学校のともだち

学校以外のともだち

学校の先生

スクールカウンセラー、ソーシャ

ルワーカー

塾や習いごとの先生

学童保育の先生

こども専用の電話相談

ＳＮＳなどのインターネットやＬＩＮ

Ｅの相談

インターネットのサイト等を通じ

た直接会ったことのない人

近所の人

地域の支援団体

その他の人

だれにも相談できない

だれにも相談したくない

わからない

無回答

中央値以上

（ｎ＝8,502）

困窮度Ⅲ

（ｎ＝5,081）

困窮度Ⅱ

（ｎ＝877）

困窮度Ⅰ

（ｎ＝2,524）

図 50 困窮度別に見た、こどもが困ったときの相談先 

（小５・中２のいる世帯・こども回答） 
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困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)

困窮度Ⅰ

(n=2,524)

いる いない 無回答

図 51 困窮度別に見た、こどもが世話をしている家族の有無 

（小５・中２のいる世帯・こども回答） 

（％） 
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サ こどもが世話をしている家族の有無別に見たこどもの居場所の利用状況 

家族の世話をしていると回答したこどもは、こどもの居場所を「利用したことがある」と回答した割合

が高くなっています。（図52） 
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利用したことがある 利用したことがない 無回答

 

 

図 52 こどもが世話をしている家族の有無別に見た、こどもの

居場所の利用状況（小５・中２のいる世帯・こども回答） 
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コ 困窮度別に見たこどもが世話をしている家族の有無 

困窮度が高くなるにつれ、世話をしている家族が「いる」と回答した割合が高くなっています。（図

51） 
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ＳＮＳなどのインターネットやＬＩＮ

Ｅの相談

インターネットのサイト等を通じ

た直接会ったことのない人

近所の人
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その他の人
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図 50 困窮度別に見た、こどもが困ったときの相談先 

（小５・中２のいる世帯・こども回答） 
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図 51 困窮度別に見た、こどもが世話をしている家族の有無 

（小５・中２のいる世帯・こども回答） 
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サ こどもが世話をしている家族の有無別に見たこどもの居場所の利用状況 

家族の世話をしていると回答したこどもは、こどもの居場所を「利用したことがある」と回答した割合

が高くなっています。（図52） 
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図 52 こどもが世話をしている家族の有無別に見た、こどもの

居場所の利用状況（小５・中２のいる世帯・こども回答） 
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３ 主な課題 

こどもの貧困は、経済的資本、ヒューマンキャピタル、ソーシャルキャピタルの欠如が複合的に絡んだ

生活問題・社会的格差問題であり、実態調査において確認された、こども・若者や子育て当事者を取り

巻く以下の様々な課題に対し、個々の実情を見据えながら、支援を行っていくことが必要です。 

 

（１）家計と収入に関すること 

実態調査では、困窮度が高くなるにつれ、生活上の困難の経験が多くなっており、前回調査と比較す

ると、等価可処分所得の数値（中央値・貧困線）はやや上昇していますが、相対的貧困率については、

改善が見られず横ばいの状況で、生活面での様々な格差が依然として存在しています。 

生活上の困難の経験は、前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず改善が見られていますが、世

帯における困難の経験に比べ、こどもにできなかった経験の改善の割合が小さくなっている傾向が見ら

れます。家庭の経済状況が理由で学校生活が制約されたり進路が狭まったりすることなく、すべてのこど

もが夢や希望を持ち、挑戦できるように支援していく必要があります。 

家庭の経済状況は、保護者の就業状況によって大きな違いがあり、正規群であるほど貯蓄ができて

いるなど生活が安定している傾向が見られ、非正規群は正規群に比べ家計が赤字の割合が高くなって

います。家庭の経済的基盤を確立するには、単に職を得るにとどまらず、収入の増加、職業生活の安定

と向上のための支援を進める必要があります。また、前回調査と比較すると、ふたり親世帯、父子世帯な

どにおいて正規群が増加していますが、母子世帯は正規群、非正規群の割合が変化していないという

状況にあります。誰もがより良い将来の展望を持ちながら働くことができるよう、個々の世帯の状況に応じ

た就業支援の充実を図ることが必要です。 

 

（２）ひとり親世帯等に関すること 

ひとり親世帯は、仕事と子育てを一手に担わざるを得ない状況であることから、より高い収入が得られ

る正規雇用の職に就くことを希望しながらも、労働時間の融通が利きやすい非正規雇用の職に就かざる

を得ない状況にあります。特に母子世帯において、非正規群の割合が高く、収入の水準は低くなってい

ます。ふたり親世帯、父子世帯、母子世帯の順に困窮度Ⅰ群の割合が高くなっていますが、母子世帯

の困窮度Ⅰ群は他の世帯構成と比べて突出して多い状況にあります。 

また、ひとり親世帯は、相談できる相手が少ない傾向にあります。経済状況や世帯構成によって保護

者の相談相手が異なり、特に困難な経済状況にあるひとり親世帯の保護者において、支えや相談相手

の不足を経験されています。そのため、きめ細かな就業支援に取り組むとともに、ひとり親世帯等のニー

ズに応じた子育て・生活支援策等のサポート体制についても充実を図る必要があります。 

養育費の受領率は、前回調査と比較して困窮度にかかわらず大幅に増加しており、この間の施策の

効果が出ていると推察される一方、困窮度が高くなるにつれ受領率は低くなっていることから、困窮度の

高い世帯においても養育費を確保できるように支援する必要があります。こどもにとって不利益が生じる

ことがないよう、養育費の履行確保のために、養育費の取り決めの段階からトータルで支援していくこと

を引き続き強化していく必要があります。 

また、世帯構成にかかわらず若年で親になった世帯では、困窮度Ⅰ群の割合が他の年齢層と比べて
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高く、母親の最終学歴は中学校卒業や高等学校中途退学の割合が高くなっています。 

さらに、母子世帯において若年で親になった世帯は、他の年齢層と比較すると困窮度Ⅰ群の割合が

高くなっており、「食費を切り詰めた」や「生活の見通しが立たなくて不安になったことがある」と回答した

割合も高くなっています。最も経済的に厳しい状況があり、生活に関して不安を感じている割合が高い

傾向が見られます。 

特に母子世帯において若年で親になった世帯への支援としては、出産・育児によって学業を中断せ

ざるを得なかった母親への教育支援や就業支援とともに、必要な支援につなげることができる相談支援

体制の強化、そもそも予期せぬ妊娠等に対する予防的支援も必要です。 

 

（３）学習習慣・生活習慣に関すること 

困窮度が高くなるにつれ、こどもが学校の授業以外に勉強や読書を、「まったくしない」と回答した割

合は、高くなっています。前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「まったくしない」と回答した割

合は増加しています。 

困窮度が高くなるにつれ、学習理解度について「よくわかる」と回答した割合や、朝食を毎日食べると

いった回答、遅刻をしないと回答した割合は、低くなっています。遅刻をしないと回答したこどもの保護

者は、こどもへの信頼があり、こどもの将来への期待があると回答した傾向が見られます。遅刻をすると

回答したこどもにおいては、学習理解度が低くなっていますが、これは遅刻をするために理解度が下が

ることも考えられ、理解ができないから学校がつまらなくなり遅刻をしているという側面も考えられます。 

乳幼児期は望ましい生活習慣の形成に極めて大きな役割を果たす時期ですが、５歳児のいる世帯に

おいては、困窮度が高くなるにつれ、保護者がこどもの生活リズムを整える割合が低くなり、特に（絵）本

の読み聞かせについては中央値以上群と困窮度Ⅰ群の差が大きくなっています。 

こどもの学習理解度を高めるためにも、学習習慣の定着を促し、こども一人一人の状況に応じた学力

向上の取組を推進するとともに、こどもが規則正しい生活リズムを獲得できるよう支援することが必要で

す。 

また、塾や習い事に行く割合は困窮度が高くなるにつれ低くなり、将来希望する進学先についても、

困窮度が高くなるにつれ、大学・短期大学を選択している割合が、保護者、こどもともに低くなっていま

す。経済的に困難な世帯では、こども自身も保護者も大学以上の高いレベルの教育を望まなくなってお

り、これは経済的な事情と学習理解度の低さとが絡み合って要因となっている可能性があります。 

さらに、調査結果では、日帰りのお出かけを含む家族旅行ができなかったなど、困窮度によって体験

の機会に格差があることが示されています。様々な学びや多様な体験活動・外遊びの機会を得ることを

通じて、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長し、尊厳が重んぜられ、自分らしく社会生

活を営むことができるように取り組む必要があります。 

 

（４）つながりに関すること 

こどもが放課後に過ごす場所は、前回調査と同様に自分の家が一番多くなっていますが、前回調査

と比較すると、さらに増加しています。また、クラブ活動を含む学校で過ごすという割合は減っています。

新型コロナウイルス感染症の影響で社会的交流が減った可能性も考えられますが、友人との関係性が

薄れることは、孤立や孤独へ向かう懸念も生じます。こども同士やこどもと地域の大人との交流が深まる
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３ 主な課題 

こどもの貧困は、経済的資本、ヒューマンキャピタル、ソーシャルキャピタルの欠如が複合的に絡んだ

生活問題・社会的格差問題であり、実態調査において確認された、こども・若者や子育て当事者を取り

巻く以下の様々な課題に対し、個々の実情を見据えながら、支援を行っていくことが必要です。 

 

（１）家計と収入に関すること 

実態調査では、困窮度が高くなるにつれ、生活上の困難の経験が多くなっており、前回調査と比較す

ると、等価可処分所得の数値（中央値・貧困線）はやや上昇していますが、相対的貧困率については、

改善が見られず横ばいの状況で、生活面での様々な格差が依然として存在しています。 

生活上の困難の経験は、前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず改善が見られていますが、世

帯における困難の経験に比べ、こどもにできなかった経験の改善の割合が小さくなっている傾向が見ら

れます。家庭の経済状況が理由で学校生活が制約されたり進路が狭まったりすることなく、すべてのこど

もが夢や希望を持ち、挑戦できるように支援していく必要があります。 

家庭の経済状況は、保護者の就業状況によって大きな違いがあり、正規群であるほど貯蓄ができて

いるなど生活が安定している傾向が見られ、非正規群は正規群に比べ家計が赤字の割合が高くなって

います。家庭の経済的基盤を確立するには、単に職を得るにとどまらず、収入の増加、職業生活の安定

と向上のための支援を進める必要があります。また、前回調査と比較すると、ふたり親世帯、父子世帯な

どにおいて正規群が増加していますが、母子世帯は正規群、非正規群の割合が変化していないという

状況にあります。誰もがより良い将来の展望を持ちながら働くことができるよう、個々の世帯の状況に応じ

た就業支援の充実を図ることが必要です。 

 

（２）ひとり親世帯等に関すること 

ひとり親世帯は、仕事と子育てを一手に担わざるを得ない状況であることから、より高い収入が得られ

る正規雇用の職に就くことを希望しながらも、労働時間の融通が利きやすい非正規雇用の職に就かざる

を得ない状況にあります。特に母子世帯において、非正規群の割合が高く、収入の水準は低くなってい

ます。ふたり親世帯、父子世帯、母子世帯の順に困窮度Ⅰ群の割合が高くなっていますが、母子世帯

の困窮度Ⅰ群は他の世帯構成と比べて突出して多い状況にあります。 

また、ひとり親世帯は、相談できる相手が少ない傾向にあります。経済状況や世帯構成によって保護

者の相談相手が異なり、特に困難な経済状況にあるひとり親世帯の保護者において、支えや相談相手

の不足を経験されています。そのため、きめ細かな就業支援に取り組むとともに、ひとり親世帯等のニー

ズに応じた子育て・生活支援策等のサポート体制についても充実を図る必要があります。 

養育費の受領率は、前回調査と比較して困窮度にかかわらず大幅に増加しており、この間の施策の

効果が出ていると推察される一方、困窮度が高くなるにつれ受領率は低くなっていることから、困窮度の

高い世帯においても養育費を確保できるように支援する必要があります。こどもにとって不利益が生じる

ことがないよう、養育費の履行確保のために、養育費の取り決めの段階からトータルで支援していくこと

を引き続き強化していく必要があります。 

また、世帯構成にかかわらず若年で親になった世帯では、困窮度Ⅰ群の割合が他の年齢層と比べて
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高く、母親の最終学歴は中学校卒業や高等学校中途退学の割合が高くなっています。 

さらに、母子世帯において若年で親になった世帯は、他の年齢層と比較すると困窮度Ⅰ群の割合が

高くなっており、「食費を切り詰めた」や「生活の見通しが立たなくて不安になったことがある」と回答した

割合も高くなっています。最も経済的に厳しい状況があり、生活に関して不安を感じている割合が高い

傾向が見られます。 

特に母子世帯において若年で親になった世帯への支援としては、出産・育児によって学業を中断せ

ざるを得なかった母親への教育支援や就業支援とともに、必要な支援につなげることができる相談支援

体制の強化、そもそも予期せぬ妊娠等に対する予防的支援も必要です。 

 

（３）学習習慣・生活習慣に関すること 

困窮度が高くなるにつれ、こどもが学校の授業以外に勉強や読書を、「まったくしない」と回答した割

合は、高くなっています。前回調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「まったくしない」と回答した割

合は増加しています。 

困窮度が高くなるにつれ、学習理解度について「よくわかる」と回答した割合や、朝食を毎日食べると

いった回答、遅刻をしないと回答した割合は、低くなっています。遅刻をしないと回答したこどもの保護

者は、こどもへの信頼があり、こどもの将来への期待があると回答した傾向が見られます。遅刻をすると

回答したこどもにおいては、学習理解度が低くなっていますが、これは遅刻をするために理解度が下が

ることも考えられ、理解ができないから学校がつまらなくなり遅刻をしているという側面も考えられます。 

乳幼児期は望ましい生活習慣の形成に極めて大きな役割を果たす時期ですが、５歳児のいる世帯に

おいては、困窮度が高くなるにつれ、保護者がこどもの生活リズムを整える割合が低くなり、特に（絵）本

の読み聞かせについては中央値以上群と困窮度Ⅰ群の差が大きくなっています。 

こどもの学習理解度を高めるためにも、学習習慣の定着を促し、こども一人一人の状況に応じた学力

向上の取組を推進するとともに、こどもが規則正しい生活リズムを獲得できるよう支援することが必要で

す。 

また、塾や習い事に行く割合は困窮度が高くなるにつれ低くなり、将来希望する進学先についても、

困窮度が高くなるにつれ、大学・短期大学を選択している割合が、保護者、こどもともに低くなっていま

す。経済的に困難な世帯では、こども自身も保護者も大学以上の高いレベルの教育を望まなくなってお

り、これは経済的な事情と学習理解度の低さとが絡み合って要因となっている可能性があります。 

さらに、調査結果では、日帰りのお出かけを含む家族旅行ができなかったなど、困窮度によって体験

の機会に格差があることが示されています。様々な学びや多様な体験活動・外遊びの機会を得ることを

通じて、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長し、尊厳が重んぜられ、自分らしく社会生

活を営むことができるように取り組む必要があります。 

 

（４）つながりに関すること 

こどもが放課後に過ごす場所は、前回調査と同様に自分の家が一番多くなっていますが、前回調査

と比較すると、さらに増加しています。また、クラブ活動を含む学校で過ごすという割合は減っています。

新型コロナウイルス感染症の影響で社会的交流が減った可能性も考えられますが、友人との関係性が

薄れることは、孤立や孤独へ向かう懸念も生じます。こども同士やこどもと地域の大人との交流が深まる
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よう取り組むことが必要です。 

地域資源であるこども食堂などの食事提供の居場所においては、小５で12.3％、中２で7.8％のこども

が利用しており、困窮度による居場所の利用には大きな差は見られませんでした。利用率においては、

全国と比べて高くなっています。居場所を利用していない理由としては、行きたいと思わないからや、ど

こにあるか知らないからといった理由が多く見受けられるため、困難を抱えるこどもが居場所につながり、

確実に利用できるように、多様な居場所の充実とさらなる周知が必要です。 

なお、家族の世話をしていると回答したこどもは、中央値以上群と比べて困窮度Ⅰ群の割合が高くな

っており、居場所を利用していると回答した割合も高くなっている傾向があるため、周りの支えが重要で

あり、社会的支援が必要です。 

こどもや保護者が困ったときや悩みがあった場合でも、一人で抱え込むことなく、周りの人に相談でき

る環境にあることが大切ですが、困窮度が高いほど、「相談できる相手がいない」と回答した割合が高く

なる傾向があります。 

こどもの自分の体の状態で気になることは、困窮度にかかわらず、「とくに気になるところはない」と回

答した割合が最も多くなっています。自分の気持ちで気になることでは、困窮度が高くなるにつれ、「ま

わりが気になる」や「やる気が起きない」について、「いつもそうだ」と回答した割合が高くなっています。 

世帯構成別に見ると、ひとり親世帯、特に母子世帯において、「不安な気持ちになる」などの気になる

心身の自覚症状が多くなっています。保護者の心の状態は、困窮度が高くなるにつれ、「将来への希望

が持てる」や「ストレスを発散できるものがある」などの肯定的な回答の割合が低くなっていますが、前回

調査と比較すると、困窮度にかかわらず、「幸せだと思う」など改善傾向にある項目も見られます。 

家庭の経済状況は、こどもや保護者の心身の健康面にも影響を及ぼしており、早期に対応する必要

があります。収入面や雇用面での不安、こどもの将来に関する不安などの悩みを軽減することが、ひい

ては心身の不調の改善にもつながることが期待されることから、様々な課題や個別のニーズに対応した

身近な相談先の充実など、解決につながる支援が必要です。 

 

（５）必要な支援の利用に関すること 

就学援助や児童扶養手当等の社会保障制度に関しては、困窮度が高くなるにつれ、「現在利用して

いる」割合が高くなっていますが、困窮度Ⅰ群でも、「利用したことがない」と回答した世帯があり、特に就

学援助については、前回調査と比較すると、困窮度Ⅰ・Ⅱ群において、「利用したことがない」世帯の割

合が増加しています。 

制度を利用していない理由として、「制度の対象外だと思うから」という理由が多く見られます。一方で、

割合としては低いものの、「制度を知らなかった」や「手続がわからない、利用しにくい」などの理由も見ら

れました。習い事・塾代助成事業については、塾代助成カードを持っていない世帯は少なくなっていま

すが、「持っていない」や「持っているが利用していない」割合が困窮度Ⅰ群でも一定数存在しています。 

支援を必要としているこどもや家庭に、活用できる資源や施策が十分に届いていない可能性があるこ

とから、制度周知に努めるとともに、相談に来ることを待つことなくプッシュ型・アウトリーチ型による相談

支援の強化や、より分かりやすい申請方法の検討など、こどもや家庭が必要な情報を得られ、必要な支

援を受けられるようアクセシビリティに留意しながら取組を強化していく必要があります。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

   

１ 基本理念 

こどもの貧困の背景には、様々な社会的要因があることを社会全体で広く共有し、貧困により、こども・

若者がその権利利益を害され及び社会から孤立することがないよう、現在の貧困を解消するとともに将来

の貧困を防ぐため、必要な支援が切れ目なく行われることで、一人一人の豊かな人生を実現できる社会

を、大阪のまちの力を結集して実現します。 

 

こどもの貧困の解消に向けて、次の４つの視点を重視して施策を推進します。 

 

（１）こども・若者が幸せな状態で成長できるための支援の推進 

貧困と格差の解消を図ることは、良好な成育環境を確保し、すべてのこども・若者が身体的・精神的・

社会的に幸せな状態（ウェルビーイング）で成長できるようにするための前提です。こども・若者の良好な

成育環境を保障し、貧困と格差の解消を図り、すべてのこども・若者が、相互に人格と個性を尊重されな

がら、安全で安心して過ごすことができる多くの居場所を持ち、様々な学びや多様な体験活動・外遊び

の機会を得ることを通じて、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長し、尊厳が重んぜら

れ、自分らしく社会生活を営むことができるよう取り組みます。 

 

（２）切れ目のない支援の推進 

こどもは、乳幼児期から学童期、思春期、青年期における様々な学びや体験を通じて成長し、若者と

して社会生活を送るようになります。おとなとして自分らしく社会生活を送ることができるようになるまでの

こどもの成長の過程は、その置かれた環境にも大きく影響を受け、こどもによって様々であり、かつ、乳

幼児期からの連続性を持つものです。そのため、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこ

どもがおとなになるまでの家庭の各段階における支援が切れ目なく行われるよう、施策を推進します。 

 

（３）社会全体で取組を推進 

こどもの貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切ることは、まずもって一人一人の豊かな人生を実現する

ことにつながることに加え、我が国の将来を支える人材が育つことにより、活力ある社会の創造につなが

ります。こども・若者や子育て当事者をめぐる課題は深刻化・複合化している中、こどもの貧困は、その家

族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があるこ

とを踏まえ、社会全体で受け止めて取り組むべき課題であるとの認識のもと、家庭、学校園、児童福祉

施設、企業、地域などの社会のあらゆる分野のすべての人々が相互に協力し、 社会全体でこどもの貧

困の解消に向けて取り組みます。 

 

２ 重視する視点 
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